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関 係 案 件 議案第 127号

提  出  課 イ呆育課

上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の一部改正について

1 改正理由

本年 10月 か ら実施 され る幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者から徴収する給

食費の免除に関す る基準を定めるほか、関係法令の改正に伴い、必要な規定を整備す

るもの

2 主な改正内容

(1)第 1条の規定による上越市特定教育 。保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正

国の基準改正に伴い、当市内の特定地域型保育事業者の連携施設の確保義務を緩

和す る規定及び事業所内保育事業者の連携施設の確保義務を免除す る規定を整備す

るもの

121 第 2条の規定による上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正

本年 10月 か ら実施 される幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者か ら徴収する

給食費の免除に関する基準を定めるほか、関係法令の改正に伴い、必要な規定を整

備するもの

3 施行期 日

次に掲げる改正に応 じ、次に定める日

(1)2(1)の 改正 公布の日

(2)212)の 改正 令和元年 10月 1日

4 上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例改正案新旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市特定教育 。保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(利用定員 )

第 37条 特定地域型保育事業の うち、家庭

的保育事業にあっては、その利用定員 (法

第 29条第 1項の確認において定めるもの

に限る。以下この章において同 じ。)の数

を 1人以上 5人以下、小規模保育事業A型

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準 (平 成 26年 厚生労働省令第 61
号)第 28条に規定する小規模保育事業A

(利 用定員 )

第 37条 特定地域型保育事業の うち、家庭

的保育事業にあつては、その利用定員 (法

第 29条第 1項の確認において定めるもの

に限る。以下この章において同 じ。)の数

を 1人以上 5人以下、小規模保育事業 A型

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準 (平 成 26年 厚生労イ動省令第 61
号)第 28条 に規定する小規模保育事業A
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改  正  案 改  正  前

型をい う。第 42条 第 3項第 1号において

同 じ。)及び小規模保育事業 B型 (同 令第

31条 に規定す る小規模保育事業 B型 をい

う。 第 42条 第 3項 第 1号 にお い て 同

じ。)に あつては、その利用定員の数 を 6

人以上 19人 以下、小規模保 育事業 C型

(同 令第 33条 に規定す る小規模保育事業

C型 をい う。附則第 6項 において同 じc)
にあつては、その利用定員の数 を 6人以上

10人以下、居宅訪問型保育事業にあつて

は、その利用定員の数を 1人 とす る。

2 略

(特 定教育・保育施設等 との連携 )

第 42条  特定地域型保育事業者 (居 宅訪問

型保育事業を行 う者 を除 く。以下この項迩

ら第 5項 までにおいて同 じ。)は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施 され、及び

必要な教育・保育が継続的に提供 され るよ

う、次に掲げる事項に係 る連携協力を行 う

認 定 こども園、幼稚 園又 は保 育所 (以 下

「連携施設」 とい う。)を適切に確保 しな

ければならない。

(1)略

121 必要に応 じて、代替保育 (特 定地域型

保育事業所の職員の病気、体暇等により

特定地域型保育を提供することができな

い場合に、当該特定地域型保育事業者に

代 わつて提供す る特定教育・保 育 をい

う。以下この条において同 じ。)を提供

すること。

(31 略           .
2 市長は、特定地域型保育事業者による代

替保育の提供に係 る 携 施 設 の確保 が著 し

く困難であると認める場合であっ【全 次に

掲 げ る要 件 の 全 て を満 たす と認 め る とき

l士  前 丁百笛 2 丹 の 都 市 矛→商用 し ′F い こ ,P,'

することができる。

(1)特定地域型保育事業者 と前項第 2号に

掲げる事項に係 る連携協力を行 う者 との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所

在が明確化 されてい る こ とハ

(劾 前項第 2号に掲げる事項に係 る連携協

力を行 う者の本来の業務 の隊 行 に支障 が

生じないようにするための措置が講じら

型をいう

__。 )及び小規模保育事業 B型 (同 令第

31条に規定する小規模保育事業 B型 をい

う

_。 )に あつては、その利用定員の数 を 6

人以上 19人 以下、小規模保 育事業 C型

(同 令第 33条 に規定す る小規模保育事業

C型 をい う。附則第 6項において同じ◎ )

にあつては、その利用定員の数 を 6人以上

10人以下、居宅訪問型保育事業にあつて

は、その利用定員の数を 1人 とする。

2 略

(特定教育・保育施設等 との連携 )

第 42条  特定地域型保育事業者 (居宅訪問

型保育事業を行 う者を除 く。以下この項

において同 じ。 )は、特定地

域型保育が適正かつ確実に実施 され、及び

必要な教育・保育が継続的に提供 され るよ

う、次に掲げる事項に係 る連携協力を行 う

認 定 こども園、幼稚園又 は保 育所 (以 下

「連携施設」 とい う。)を適切 に確保 しな

ければならない。

(1)略

(劾 必要に応 じて、代替保育 (特 定地域型

保育事業所の職員の病気、体暇等により

特定地域型保育を提供す ることができな

い場合に、当該特定地域型保育事業者に

代 わつて提供す る特定教育・保育 をい

)を提供

すること。

(勧 略
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改  正  案 改  正  前

れていること。 (追加 )

3 前項の場合 において、特定地域型保育事

業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ 当該各号に定める者を第 1項

第 2号に掲げる事項に係 る連携協力を行 う

者 として適切に確保 しなければならない。

(1)当 該特定地域型保育事業者が特定地域

型保育事業を行 う場所又は事業所 (次 号

において 「事業実施場所」とい う。)以
外の場所又は事業所 にお い て代 替 保 育 が

提供 され る場合 小規模保育事業A型若

しくは小規模保育事業 B型又は事業所内

保育事業を行 う者 (次 号において 「小規

模保育事業A型事業者等」とい う。 )

12)事業実施場所において代替保育が提供

され る場合 事業の規模等を勘案 して小

規模保育事業A型事業者等 と同等の能力

を有すると市が認める者    (追 加 )

4 市長は、特定地域型保育事業者による第

1項第 3号 に掲げる事項 に係 る淳 携 流 設 の

確保が著 しく困難であると認めるときは、

同号の規定 を適用 しない こととす ることが

5

できる。            (追 加 )

前項の場合において、特定地域型保育事

業 者 は 、 嘱董 福 為L法 第 59条 第 1項 に 婦 庁

十 る 怖 譜 の う ム 、 次 握 ιギス祐 静 r入 所 士

員 が 20人 以上の ものに限 る。 )で あつ

て、市長 が適 当 と認 め るものを第 1項第 3

号に掲げる事項に係 る連携協力を行 う者 と

して適切に確保 しなければならない。

(1)法第 59条の 2第 1項の規定による助

成 を受けている者の設置する施設 (児童

福祉法第 6条 の 3第 12項 に規定する業

務を目的 とするものに限る。 )

切  IF音 福 為卜渋 笛 6 祭 の 3 範 12 工百に 耳ヽ市

す る業務 又は同法第 39条 第 1項 に規定

す る業務 を 目的 とす る施設 であつて、同

法第 6条 の 3第 9項第 1号 に規定する保

育 を必要 とす る乳児・幼児の保育 を行 う

ことに要す る費用に係 る地 方公 共 団体 の

補助を受けているもの (追加 )

6 居宅訪問型保育事業を行 う者は、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準第

37条第 1号 に規定す る乳幼児に対する保

2 居宅訪問型保育事業を行 う者は、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準第

37条第 1号に規定す る乳幼児に対す る保
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改  正  案 改  正  前

育を行 う場合にあつては、第 1項の規定に

かかわ らず、当該乳幼児の障害、疾病等の

状態に応 じ、適切な専門的な支援その他の

便宜 の供 与 を受 け られ るよ う、 あ らか じ

め、連携す る障害児入所施設 (児 童福祉法

第 42条 に規定す る障害児入所施設 をい

う。 )そ の他の市の指定す る施設 を適切に

確保 しなければならない。

7 事業所内保育事業 (第 37条第 2項 の規

定により定める利用定員が 20人以上のも

の に 限 る^次 項 に お ヤヽ て 「保 苔 所 型 専 業 所

内保育事業」 とい う。)を行 う者について

は、第 1項 の規定にかかわ らず、連携施設

の確保 に当たつて、同項第 1号及び第 2号

に係 る連携協力を求めることを要 しない。

8 保育所型事業所内保育事業を行 う者の う

ち、児童福祉法第 6条 の 3第 12項 第 2号

に規定する事業を行 う者 で あ って 、市長 が

適 当 と認 めるもの (附 則第 7項 において

「特例保育所型事業所内保育事業者 Jと い

う。)に ついては、第 1項本文の規定にか

かわ らず、連携施設の確保 を しないことが

できる。            (追 加 )

9 略

附 則

(連携施設に関する経過措置 )

7 特定地域型保育事業者 (特例保育所型事

業所内保育事業者を除 く。)は、連携施設

の確保が著 しく困難であつて、法第 59条
第 4号 に規定す る事業による支援その他の

必要な適切な支援 を行 うことができると市

が認 める場合は、第 42条 第 1項の規定に

かかわ らず、この条例の施行の 日か ら起算

して 10年 を経過す る日までの間、連携施

設を確保 しないことができる。

育を行 う場合にあつては、前項 の規定に

かかわ らず、当該乳幼児の障害、疾病等の

状態に応 じ、適切な専門的な支援その他の

便 宜の供与 を受 け られ るよ う、あ らか じ

め、連携す る障害児入所施設 (児 童福祉法

第 42条 に規定す る障害児入所施設 をい

う。)そ の他の市の指定す る施設 を適切に

確保 しなければならない。

3 事業所内保育事業を行 う者であつて、第

37条第 2頂 の規定により定める利用定員

の ▼、のが 豊 ∩ 人 ,文 ト

につ い て

は、第 1項 の規定にかかわらず、連携施設

の確保に当たつて、同項第 1号及び第 2号

に係 る連携協力を求めることを要 しない。

略

附 則

(連 携施設 に関す る経過措置 )

7 特定地域型保育事業者

は、連携施設

の確保が著 しく困難であつて、法第 59条
第 4号に規定す る事業による支援その他の

必要な適切な支援を行 うことができると市

が認める場合は、第 42条第 1項の規定に

かかわ らず、この条例の施行の 日か ら起算

して 5年  を経過す る日までの間、連携施

設を確保 しないことができる。

４
一
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121 第 2条 の規定による上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関す る基準を定める条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

(定義 )

第 2条 略

(1)～ (劇 略

19)教 育・保育給付認定 法第 20条第 4

項 に規定す る教育・保 育給付認定 をい

う。

住0 教育・保育給付認定保護者 法第 20
条第 4項 に規定す る教育・保育給付認定

保護者をい う。

住0 教育・保育給付認定子 ども 法第 20
条第 4項に規定す る教育・保育給付認定

子 どもをい う。

住〕 満 3歳以上教育・保育給付認定子 ども

子 ど ヰ、・ 子 育 て 揺 渋 怖 行 今 r平 成

26年政令第 213号 。以下 「令」 とい

う。)第 4条第 1項に規定す る満 3歳以

L教育・ 保 育給付 市 平 デ イ、カ

(追加 )

住0 特定満 3歳以上保育認定子 ども 令第

4条第 1項第 2号に 茉日市 十 る 特 市 淋 3 詩

以上保育認定子 どもをい う。 (追 加 )

un 満 3歳未満保育認定子 ども 令第 4条

第 2項 に規定す る満 3歳未満保育認定子

どもをい う。          (追 力日)

&0 市町村民税所得割合算額 令第 4条第

2項第 2号 に規定す る市町村民税所得割

合算額をい う。       (追 加 )

仕0 負担額算定基準子 ども 令第 13条第

2項 に規定す る負担額算定基準子 どもを

い う。                    (追力日)

1171  冊各

位81 教育・保育給付認定の有効期間 法第

21条に規定する教育・保育給付認定の

有効期間をい う。

住9 略

901  B各

(21)法定代理受領 法第 27条第 5頂 (法

第 28条第 4項において準用する場合 を

含 む。 )又 は法第 29条 第 5項 (法 第

30条第 4項において準用する場合を含

む。)の 規定によ り市が支払 う特定教育

うヽ^ヤ

(定義 )

第 2条 略

(1)～ (81 略

191 支給認定 法第 20条第 4

をい項 に規定す る支給認 定

つ

仕Ol 支給認定保護者 法第 20
条第 4項に規定する支給認定保護者

1lJ

_を いう。

支給認定子ども 法第 20
条第 4項に規定する支給認定子 ども

をいう。

住21  出各

位31 支給認定の有効期間      法第

21条 に規定する支給認定の有効期間

_を い う。

側 略

は0 略

住0 法定代理受領 法第 27条第 5項 (法

第 28条第 4項 において準用する場合を

含 む。 )又 は法第 29条 第 5項 (法 第

30条第 4項 において準用す る場合 を含

む。)の規定により市が支払 う特定教育

5



第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

。保育又は特定地域型保育に要 した費用

の額の一部 を、教育 。保育給付認定保護

者に代わ り特定教育・保育施設又は特定

地域型保 育事業者 が受領す ることをい

う。

(,D 略

(,絣 略

|を 1)略

(25)略

(を 61 略

(を TI 略

(特 定教育・保育施設等の原則 )

第 3条  特定教育・保育施設及び特定地域型

保 育事業者 (以 下 「特定教育・保育施設

等」 とい う。)は、良質かつ適切であ り、

かつ、子 どもの保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮 された内容及び水準の

特定教育 。保育又は特定地域型保育の提供

を行 うことにより、全ての子 どもが健やか

に成長するために適切な環境が等 しく確保

され ることを目指す ものでなければな らな

ヤ`。

2～ 4 略

(内 容及び手続の説明及び同意 )

第 5条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保 育の提供 の開始 に際 しては、あ らか じ

め、利用の申込みを行つた教育・保育給付

認 定保護 者 (以 下 「利 用 申込者 」 とい

う。)に対 し、第 20条 に規定す る運営規

程の概要、職員の勤務体制、第 13条 の規

定により支払を受ける費用に関する事項そ

の他の利用申込者の教育 。保育の選択に資

す ると認められ る重要事項を記 した文書を

交付 して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければな らな

い 。

2～ 6 略

(利用申込みに対す る正当な理由のない提

供拒否の禁止等 )

第 6条  特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定保護者か ら利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これを拒

んではならない。

2 特定教育・保育施設 (認定こども園又は

・保育又は特定地域型保育に要 した費用

の額の一部を、支給認定保護者

_に代わ り特定教育・保育施設又は特定

地域型保 育事業者 が受領す ることをい

う。

略

略

略

略

略

略

(特定教育・保育施設等の原則 )

第 3条  特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業者 (以 下 「特定教育・保 育施設

等」 とい う。)は 、良質かつ適切 な

内容及び水準の

特定教育・保育又は特定地域型保育の提供

を行 うことにより、全ての子 どもが健やか

に成長するために適切な環境が等 しく確保

され ることを目指す ものでなければな らな

い 。

2～ 4 略

(内 容及び手続の説明及び同意 )

第 5条  特定教育・保育施設は、特定教育・

保 育 の提供 の開始 に際 しては、 あ らか じ

め、利用の申込みを行 つた支給認定保護者

(以 下 「利 用 申込 者 」 とい

う。)に対 し、第 20条 に規定する運営規

程の概要、職員の勤務体制、利用者負担

そ

の他の利用申込者の教育・保育の選択に資

す ると認められ る重要事項を記 した文書を

交付 して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければな らな

い 。

2～ 6 略

(利 用申込みに対す る正当な理由のない提

供拒否の禁止等 )

第 6条  特定教育・保育施設は、支給認定保

護者     か ら利用の申込みを受けた

ときは、正当な理由がなければ、これ を拒

んではならない。

2 特定教育・保育施設 (認 定こども園又は

側
一
魁

⑩
一
⑩

側
而

一
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

幼 稚 園 に 限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。)は、利用の申込みに係 る法第 19条

第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子 ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用 している同号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該当す る教育・保育給付認定子 どもの

総数が、当該特定教育・保育施設の同号に

掲げる小学校就学前子 どもの区分に係 る利

用定員の総数を超 える場合 においては、抽

濃、申込みを受けた順序により決定す る方

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教

育・保育に関す る理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法 (第 4項において

「選考方法」 とい う。)に よ り選考 しなけ

ればならない。

3 特定教育・保育施設 (認 定こども園又は

保 育 所 に 限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。)は 、利用の申込みに係 る法第 19条

第 1項第 2号又は第 3号に掲げる小学校就

学前子 どもの数及び当該特定教育・保育施

設 を現に利用 している同項第 2号又は第 3

号に掲げる小学校就学前子 どもに該当する

教育・保育給付認定子 どもの総数が、当該

特定教育・保育施設の同項第 2号又は第 3

号に掲げる小学校就学前子 どもの区分に係

る利用定員 の総数 を超 え る場合 において

は、法第 20条第 4項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案 し、保育を受ける必要性が高い と

認められる教育・保育給付認定子 どもが優

先的に利用できるよう、濃考す るもの とす

る。

4 前 2項の特定教育 。保育施設は、選考方

法をあらか じめ教育・保育給付認定保護者

に明示 した上で選考 しなければならない。

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係

る教育・保育給付認定子 どもに対 し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難であ

る場合は、適切な特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

措置を速やかに講 じなければならない。

(あ っせん、調整及び要請に対する協力 )

第 7条 略

2 特定教育 。保育施設 (認定こども園又は

幼 稚 園 に限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。)は、利用の申込みに係 る法第 19条

第 1頂第 1号 に掲げる小学校就学前子 ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用 している同号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該 当する支給認 定子 ども の

総数が、当該特定教育・保育施設の同号に

掲げる小学校就学前子 どもの区分に係 る利

用定員の総数 を超 える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序によ り決定す る方

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教

育 。保育に関す る理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法 (第 4項において

「選考方法」 とい う。)に よ り選考 しなけ

ればならない。

3 特定教育・保育施設 (認定こども園又は

保 育所 に限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。)は、利用の申込みに係 る法第 19条

第 1項第 2号又は第 3号 に掲げる小学校就

学前子 どもの数及び当該特定教育 。保育施

設 を現に利用 している同項第 2号又は第 3

号に掲げる小学校就学前子 どもに該 当する

支給認定子 ども の総数が、当該

特定教育・保育施設の同項第 2号又は第 3

号に掲げる小学校就学前子 どもの区分に係

る利用定員 の総数 を超 え る場合 において

は、法第 20条第 4項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案 し、保育を受ける必要性が高い と

認 められ る支給認定子 ども     が優

先的 に利用 で きるよ う、選 考す るもの とす

る。

4 前 2項 の特定教育・保 育施設 は、選 考方

法 をあ らか じめ支給認 定保護者

に明示 した上で選考 しなければならない。

5 特定教育・保育施設は、利用 申込者 に係

る支給認定子 ども     に対 し自ら適

切な教育・保育を提供す ることが困難であ

る場合は、適切な特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業を紹介す る等の適切な

措置を速やかに講 じなければならない。

(あ っせん、調整及び要請に対する協力 )

第 7条 略

2 特定教育 。保育施設 (認定 こども園又は

7



第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

保 育 所 に 限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。 )は、法第 19条第 1項第 2号又は第

3号に掲げる小学校就学前子 どもに該 当す

る教育・保育給付認定子 どもに係 る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉

法第 24条第 3項 (同 法附則第 73条第 1

項の規定によ り読み替えて適用す る場合を

含む。)の 規定により市が行 う調整及び要

請に対 し、できる限 り協力 しなければなら

ない。

(受 給資格等の確認 )

第 8条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供を求められた場合は、必要に応

じて、教育・保育給付認定保護者の提示す

る支給認定証 (教 育・保育給付認定保護者

が支給認定証の交付を受けていない場合に

あつては、子 ども 。子育て支援法施行規則

(平成 26年 内閣府令第 44号 )第 7条第

2項 の規定による通知)に よつて、教育 。

保育給付認定の有無、教育・保育給付認定

子 どもの該 当す る法第 19条第 1項各号に

掲げる小学校就学前子 どもの区分、教育・

保育給付認定の有効期間及び保育必要量等

を確かめるものとする。

(教育・保育給付認定の申請に係 る援助 )

第 9条 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定を受けていない保護者か ら利用の

申込みがあつた場合は、当該保護者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われ るよ

う必要な援助を行わなければならない。

2 特定教育 。保育施設は、教育 。保育給付

認定の変更の認定の申請が遅 くとも教育・

保育給付認定保護者が受けている教育・保

育給付認定の有効期間の満了 日の 30日 前

には行われ るよう必要な援助を行わなけれ

ばな らない。ただ し、緊急その他やむを得

ない理由がある場合には、この限 りではな

い 。

(心身の状況等の把握 )

第 10条  特定教育・保育施設は、特定教育

・保育の提供に当たつては、教育・保育給

付認定子 どもの心身の状況、その置かれて

いる環境、他の特定教育 。保育施設等の利

用状況等の把握に努めなければならない。

保 育 所 に限 る。 以 下 この項 にお い て 同

じ。)は、法第 19条第 1項第 2号又は第

3号 に掲げる小学校就学前子 どもに該当す

る支給認定子 ども     に係 る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉

法第 24条第 3項 (同 法附則第 73条第 1

項の規定により読み替えて適用す る場合を

含む。)の規定により市が行 う調整及び要

請に対 し、できる限 り協力 しなければなら

ない。

(受 給資格等の確認 )

第 8条  特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供 を求められた場合は、必要に応

じて、支給認定保護者     の提示す

る支給認定証 (支給認 定保護者

が支給認定証の交付を受けていない場合に

あつては、子 ども 。子育て支援法施行規則

(平成 26年内閣府令第 44号 )第 7条第

2項 に規定す る 通知)に よつて、支給認

定の有無、支給認定子 ど ヰゝ

第

の該当する法第 19条第 1項各号に

掲げる小学校就学前子 どもの区分、支給認

定の有効期間     及び保育必要量等

を確かめるものとする。

(支給認定     の申請に係 る援助 )

9条  特定教育・保育施設は、支給認定

を受けていない保護者か ら利用の

申込みがあつた場合は、当該保護者の意思

を踏まえて速やかに当該 申請が行われ るよ

う必要な援助を行わなければならない。

2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更

の認定の申請が遅 くとも支給認

定保護者 が受けている支給認定

の有効期間 の満了 日の 30日 前

には行われ るよう必要な援助を行わなけれ

ばな らない。ただ し、緊急その他やむを得

ない理由がある場合には、この限 りではな

ヤ` 。

(心身の状況等の把握 )

第 10条  特定教育・保育施設は、特定教育

。保育の提供に当たつては、支給認定子 ど

も     の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の特定教育・保育施設等の利

用状況等の把握に努めなければならない。

8



第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

(小学校等 との連携 )

第 11条 特定教育・保育施設は、特定教育

・保育の提供の終了に際 しては、教育・保

育給付認定子 どもについて、小学校におけ

る教育又は他の特定教育 。保育施設等にお

いて継続的に提供 され る教育・保育 との円

滑な接続に資す るよう、教育・保育給付認

定子 どもに係 る情報の提供その他小学校、

特定教育・保育施設等、地域子 ども・子育

て支援事業を行 う者その他の機関との密接

な連携に努めなければならない。

(利 用者負担額等の受領 )

第 13条 特定教育 。保育施設は、特定教育

・保育

ら当該特定教育・保育に係 る利用者負担額

(満 3歳未満保育認定子 どもに係 る教育・

保育給付認定保護者についての法第 27条
第 3項第 2号に掲げる額

う。)の支払を受けるものとする。

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を

受けない ときは、教育・保育給付認定保護

者か ら、当該特定教育・保育に係 る特定教

育・保育費用基準額 (法 第 27条第 3項第

1号に掲げる額

を提供 した際は、教育・保育給付認

定保護者 (満 3歳未 保 育認 定子 どヰ心に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。)か

を い

(小学校等 との連携 )

第 11条 特定教育・保育施設は、特定教育

・保育の提供の終了に際 しては、支給認定

子 ども     について、小学校におけ

る教育又は他の特定教育・保育施設等にお

いて継続的に提供 され る教育・保育 との円

滑な接続に資するよう、支給認定子 ども

に係 る情報の提供その他小学校、

特定教育・保育施設等、地域子ども 。子育

て支援事業を行 う者その他の機関との密接

な連携に努めなければならない。

(利 用者負担額等の受領 )

第 13条  特定教育・保育施設は、特定教育

・保育 (特別利用保育及び特別利用教育を

含 む。以下 この条及び次条 において同

じ。 ) を提供 した際は、支給認定保護者

か

ら当該特定教育・保育に係る利用者負担額

(法 第 27条第 3項第 2号 に掲げる額 (特

定教育・保育施設が特別利用保育を提供す

る場合にあつては法第 28条第 2項第 2号

に規定する市が定める額とし、特別利用教

育を提供する場合にあつては同項第 3号に

規定す /Э 市が定 める額 とす る。 )を い

う。)の支払を受けるものとす る。

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を

受けない ときは、支給認定保護者

_か ら、当該特定教育・保育に係 る特定教

育・保育費用基準額 (法 第 27条第 3項第

1号 t こ報 市 す る 箱 (そ の が 当該 特 常客百 JⅢ耳イこ

劫 苔 ・ 保 苔 に 頭 1フ オ 用 オ〆紹 テ る た き は 、

当該現 に特定教育・保 育 に要 した費用 の

額)を いい、当該特定教育・保育施設が特

別利用保育を提供する場合にあっては法第

28条第 2項第 2号 に規定す る内閣総理大

臣が定 める基準によ り算定 した費用の額

(そ の額 が現 に 当該 別利用保育に要 した

費用を超 えるときは、当該現に特別利用保

育に要 した費用の額)を 、特別利用教育を

掃 供 十 る場 合 に 力ぅつ て l士 同 丁百箪 3 昇 に 岬 市 |

する内閣総理大臣が定める基準により算定

した脅 用 の額 (そ の が現に当該特別利用

教育に要 した費用を超えるときは、当該現

9



第 2条の規定による改正案 第 1条 の規定による改正後

う。次項において同 じ。)の 支払を受ける

ものとする。

3 特定教育・保育施設は、前 2項 の支払を

受 ける額のほか、特定教育・保育の提供に

当たつて、当該特定教育・保育の質の向上

を図る上で特に必要であると認められ る対

価 について、当該特定教育・保育に要する

費用 として見込まれ るものの額 と特定毅育

・保育費用基準額 との差額に相 当す る金額

の範囲内で設定す る額の支払を教育・保育

給付認定保護者か ら受けることができる。

4 特定教育・保育施設は、前 3項 の支払を

受ける額のほか、特定教育・保育において

提供 される便宜に要す る費用の うち、次に

掲げる費用の額の支払 を教育・保育給付認

定保護者か ら受けることができる。

(1)及 び(動 略

(9 食 事 の提 供 (次 に掲 げ る もの を除

く。)に要する費用

ア 次のγ)又 はいに掲げる満 3歳以上教

育・保育給付認定子 どもの うち、その

教育・保育給付認定保護者及び当該教

育・保育給付認定保護者 と同一の世帯

に属す る者に係 る市町村民税所得割合

算額がそれぞれ lアl又 はば)に 定める金額

未満である者に対する副食の提供

げ)法 第 19条第 1項第 1号に掲げる

小学校就学前子 どもに該当す る教育

・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も  7万
7, 101円 (特定教育・保育給付

認定保護者 (令 第 4条第 2項第 6号

耳ヽ声 十 る特 市 薮 苔 ・ 保 苔 給 付 訳 市

保護者をい う。μ)において同 じ。 )

にあつては、 9万 7, 000円 )

7)法 第 19条第 1項第 2号 に掲げる

小学校就学前子 どもに該当する教育

・保育給付認定子 ども (特 定満 3歳

以上保育認定子どもを除く。イば)及

び ウ に お い て 同 じ6) 5万
7, 700円 (特定教育・保育給付

認 定 保 護 者 に あ つ て は 、 9万
7, 00 0円 )

イ 次のは)又 は lイ lに 掲げる満 3歳以上教

を い

ι

に特別利用教 育 に要 した費用 の額 )を い

う。次項において同 じ。)の 支払を受ける

ものとする。

3 特定教育・保育施設は、前 2項の支払を

受ける額のほか、特定教育・保育の提供に

当たつて、当該特定教育・保育の質の向上

を図る上で特に必要であると認め られ る対

価 について、当該特定教育・保育に要する

費用 として見込まれ るものの額 と特定教育

・保育費用基準額 との差額に相 当す る金額

の範囲内で設定す る額の支払を支給認定保

護者     か ら受けることができる。

4 特定教育・保育施設は、前 3項の支払を

受ける額のほか、特定教育 。保育において

提供 される便宜に要す る費用の うち、次に

掲げる費用の額の支払を支給認定保護者

____か ら受 けることができる。

(1)及 び (劾 略

13)食 事の提供 に要す る費用 (法 第 19条
第 1輻第 3暑 に揚 げ る小学構献学節子 が

もに対す る食事の提供に要す る費用を除

き、同頂第 2号に掲げる小学校就学前子

どもについては主食 の提供 に係 る費用 に

限 る。 )

10



第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

育 。保育給付認定子どもの うち、負担

額算定基準子 ども又は小学校第 3学年

修了前子 ども (小学校、義務教育学校

の前期課程又は特別支援学校の小学部

の第 1学年か ら第 3学年までに在籍す

る子 どもをい う。以下このイにおいて

同 じ。)が 同一の世帯に 3人以上いる

場合にそれぞれγ)又 は lイ lに 定める者 に

該当す る者 に対する副食の提供 (ア に

該当するもの を除 くハ )

V)法 第 19条第 1項第 1号に掲げる

小学校就学前子 どもに該 当す る教育

・保育給付認定子 ども 負担額算定

基準子 ども又は小学校第 3学年修了

前子 ど )ヽ(そ の うち最年長者及び 2

番 目の年長者である者を除く。)で
ある者

ば)法第 19条第 1項第 2号に掲げる

小学校就学前子 どもに該当する教育

・ 保 育給 付認 定子 ガ イ、   堆当十日客百健笠弓言

基準子 ども (そ の うち最年長者及び

2番 目の年長者 である者 を除 く。 )

である者

ウ 法第 19条 第 1項第 1号 に掲げる小

学校就学前子 どもに該当す る教育 。保

育給付認定子 ども は法 第 19条 第 1

項第 2号に掲げる小学校就学前子 ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の うち、そ の教 育・ 保 苔 給 付 訳 市 イ果謹

者及び当該教育・保育給付認定保護者

と同一の世帯に属す る者に係 る市町村

民税所得割合算額が 9万 7, 000円
未満であつて、特定被監護者等 (令 第

14条 に規定す る特定被監護者等をい

うぃ 以 下 この ウに ヤ てヽ 同 じ が 同

―の世帯に 2人以上いる場合に特定被

監護者等 (そ の うち最年長者である者

を除 く。)で ある者に対す る副食の提

供 (ア 及 び イ に該 当す る もの を除

く。 )

工 満 3歳未満保育認定子 どもに対す る

食事の提供

14)略

151 前各号に掲げるもののほか、特定教育

但)略
15)前各号に掲げるもののほか、特定教育

11



第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

・保育において提供 され る便宜に要す る

費用の うち、特定教育・保育施設の利用

において通常必要 とされるものに係 る費

用であつて、教育・保育給付認定保護者

に負担 させ ることが適当と認 められ るも

の

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係 る

領収証を当該費用の額を支払つた教育・保

育給付認定保護者に対 し交付 しなければな

らない。

6 特定教育・保育施設は、第 3項及び第 4

項 の金銭 の支払 を求 める際は、あ らか じ

め、当該金銭の使途及び額並びに教育・保

育給付認定保護者に金銭の支払 を求める理

由について書面によつて明 らかにす るとと

もに、教育 。保育給付認定保護者に射 して

説明を行い、文書による同意を得なければ

な らない。ただ し、第 4頂の規定による費

用の支払に係 る同意については、文書によ

ることを要 しない。

(施設型給付費等の額に係 る通知等 )

第 14条 特定教育・保育施設は、法定代理

受領 により特定教育・保育に係 る施設型給

付費 (法第 27条第 1項 の施設型給付費を

い う。 以 下   ― ―      ―同

じ。)の支給を受けた場合は、教育・保育

給付認定保護者に対 し、当該教育・保育給

付認定保護者に係 る施設型給付費の額を通

知 しなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前条第 2項 の法

定代理受領 を行わない特定教育・保育に係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提

供 した特定教育・保育の内容、費用の額そ

の他必要 と認 められ る事項を記載 した特定

教育・保育提供証明書を教育・保育給付認

定保護者 に対 して交付 しなけれ ばな らな

い 。

(特 定教育 。保育に関する評価等 )

第 16条 略

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特

定教育・保育施設を利用する教育・保育給

付認定保護者その他の特定教育・保育施設

の関係者 (当 該特定教育・保育施設の職員

・保育において提供 され る便宜に要す る

費用の うち、特定教育・保育施設の利用

において通常必要 とされ るものに係 る費

用であつて、支給認定保護者

に負担 させ ることが適当と認 められるも

の

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係 る

領収証を当該費用の額を支払った支給認定

保護者 に対 し交付 しなけれ ばな

らない。

6 特定教育 。保育施設は、第 3項及び第 4

項 の金銭 の支払 を求 める際は、 あ らか じ

め、当該金銭の使途及び額並びに支給認定

保護者     に金銭の支払を求める理

由について書面によつて明 らかにするとと

もに、支給認定保護者     に対 して

説明を行い、文書による同意を得なければ

ならない。ただ し、第 4項の規定による費

用の支払に係 る同意については、文書によ

ることを要 しない。

(施設型給付費等の額に係 る通知等 )

第 14条  特定教育 。保育施設は、法定代理

受領により特定教育・保育に係 る施設型給

付費 (法第 28条第 1項 に規定す る特例施

い

じ。)の支給を受けた場合は、支給認定保

護 者 に対 し、当該支給認定保護

者     に係 る施設型給付費の額を通

知 しなければならない。

2 特定教育・保育施設は、前条第 2項 の法

定代理受領 を行わない特定教育 。保育に係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提

供 した特定教育・保育の内容、費用の額そ

の他必要 と認められ る事項を記載 した特定

教育・保育提供証明書を支給認定保護者

に対 して交付 しなけれ ばな らな

い 。

(特定教育・保育に関する評価等 )

第 16条 略

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特

定教育・保育施設を利用す る支給認定保護

者     その他の特定教育・保育施設

の関係者 (当 該特定教育・保育施設の職員

の
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

を除 く。)に よる評価又は外部の者による

評価 を受けて、それ らの結果 を公表 し、常

にその改善を図るよう努めなければな らな

い 。

(相 談及び援助 )

第 17条 特定教育・保育施設は、常に教育

育・保育給付認定子 どもに係 る教育・保育

給付認定保護者に対 し、その相談に適切に

応 じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。

(緊急時等の対応 )

第 18条  特定教育・保育施設の職員は、現

に特定教育・保育の提供 を行つているとき

に教育・保育給付認定子 どもに体調の急変

が生 じた場合その他必要な場合は、速やか

に当該教育・保育給付認定子 どもに係 る教

育・保育給付認定保護者又は医療機関への

連絡 を行 う等の必要な措置を講 じなければ

ならない。

(教育 。保育給付認定保護者に関する市ヘ

の通知 )

第 19条  特定教育・保育施設は、特定教育

・保育を受けている教育 。保育給付認定子

どもに係 る教育・保育給付認定保護者が偽

りその他不正な行為によつて施設型給付費

の支給 を受 け、又 は受 けよ うとした とき

は、遅滞なく、意見を付 してその旨を市に

通知 しなければならない。

(運営規程 )

第 20条 略

(1)～ 14)略

脩)第 13条の規定により教育・保育給付

認 定保護者 か ら支払 を受 ける費用 の種

類、支払を求める理由及びその額

(61～ 住0 略

(勤務体制の確保等 )

第 21条 特定教育・保育施設は、教育・保

育給付認定子 どもに対 し、適切な特定教育

・保育を提供す ることができるよう、職員

の勤務の体制を定めておかなければな らな

い 。

・保育給付認定子 どもの心身の状況、その

置かれている環境等の的確な把握に努め、

当該教育・保育給付認定子 ども又は当該教

認 定子 どもの

を除 く。)に よる評価又は外部の者による

評価 を受けて、それ らの結果 を公表 し、常

にその改善を図るよう努めなければな らな

い 。

(相 談及び援助 )

第 17条  特定教育・保育施設は、常に支給

心身の状況、その

置かれている環境等の的確な把握に努め、

支給認定子 ども又はその保護者

に対 し、その相談に適切に

応 じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。

(緊急時等の封応 )

第 18条  特定教育・保育施設の職員は、現

に特定教育・保育の提供 を行つているとき

に支給認定子 ども1こ      体調の急変

が生 じた場合その他必要な場合は、速やか

に当該支給認定子 どもの保護者

又は医療機関への

連絡を行 う等の必要な措置を講 じなければ

ならない。

(支 給認定保護者     に関する市ヘ

の通知 )

第 19条  特定教育・保育施設は、特定教育

・保育を受けている支給認定子 どもの保護

者 が偽

りその他不正な行為によって施設型給付費

の支給 を受 け、又 は受 けよ うとした とき

は、遅滞なく、意見を付 してその旨を市に

通知 しなければならない。

(運営規程 )

第 20条  略

(1)～ (4)略

脩)支 給認定保護者か ら受領す る利用者父

担 その他の        費用の種

類、支払を求める理由及びその額

(6)～ 住0 略

(勤務体制の確保等 )

第 21条 特定教育・保育施設は、支給認定

子 ど †ゝ に対 し、適切な特定教育

・保育を提供することができるよう、職員

の勤務の体制を定めておかなければならな

ヤ`。
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第 2条の規定による改正案 第 1条 の規定による改正後

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・

保育施設の職員によつて特定教育・保育を

提供 しなければな らない。ただ し、教育 。

保育給付認定子 どもに対す る特定教育・保

育の提供に直接影響を及ぼ さない業務につ

いては、この限 りでない。       ′

3 略

(教育・保育給付認定子 どもを平等に取 り

扱 う原則 )

第 24条 特定教育 。保育施設は、教育・保

育給付認定子 どもの国籍、出身、信条、性

別、年齢、社会的身分、障害の有無、特定

教育・保育の提供 に要す る費用 を負担する

か否かその他いかなる理由によつても、差

別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止 )

第 25条 特定教育・保育施設の職員は、空

育・保育給付認定子 どもに対 し、児童福祉

法第 33条の 10各号に掲げる行為その他

当該教育・保育給付認定子 どもの心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係 る権限の濫用禁止 )

第 26条 特定教育・保育施設 (幼保連携型

認定 こども園及び保育所に限る。以下この

条において同 じ。)の長たる特定教育・保

育施設の管理者は、教育・保育給付認定子

どもに対 し児童福祉法第 47条第 3項 の規

定により懲戒に関 しその教育・保育給付認

定子 どもの福祉のために必要な措置を採 る

ときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める

等その権限を濫用 してはならない。

(秘密保持等 )

第 27条 特定教育・保育施設の職員及び管

理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た教育・保育給付認定子 ども又はその

家族の秘密を漏 らしてはならない。

2 特定教育・保育施設は、職員であつた者

が、正当な理由がなく、その業務上知 り得

た教育・保育給付認定子 ども又はその家族

の秘密を漏 らす ことがないよう、必要な措

置を講 じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特

定教育・保育施設等、地域子 ども 。子育て

支援事業を行 う者その他の機関に対 して、

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・

保育施設の職員によつて特定教育 。保育を

提供 しなければな らない。ただ し、支給認

定子 ども に対す る特定教育・保

育の提供に直接影響 を及ぼさない業務につ

いては、この限 りでない。

3 略

(支 給認定子 ども     を平等に取 り

扱 う原則 )

第 24条 特定教育 。保育施設は、支給認定

子 ども の国籍 、出身、信条、性

別、年齢、社会的身分、障害の有無、特定

教育・保育の提供に要す る費用を負担する

か否かその他いかなる理由によつても、差

別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止 )

第 25条 特定教育・保育施設の職員は、童

給認 定子 ども に対 し、児童福祉

法第 38条の 10各号に掲げる行為その他

当該支給認定子 ども     の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。

(懲戒に係る権限の濫用禁止 )

第 26条 特定教育・保育施設 (幼保連携型

認定こども園及び保育所に限る。以下この

条において同 じ。)の 長たる特定教育・保

育施設の管理者は、支給認 定子 ども

に対 し児童福祉法第 47条 第 3項の規

定により懲戒に関 しその支給認定子 ども

の福祉のために必要な措置を採 る

ときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める

等その権限を濫用 してはならない。

(秘密保持等 )

第 27条 特定教育・保育施設の職員及び管

理者は、正当な理由がな く、その業務上知

り得た支給認定子 ども     又はその

家族の秘密を漏 らしてはな らない。

2 特定教育 。保育施設は、職員であった者

が、正当な理由がな く、その業務上知 り得

た支給認定子 ども     又はその家族

の秘密 を漏 らす ことがないよう、必要な措

置を講 じなければならない。

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特

定教育・保育施設等、地域子 ども 。子育て

支援事業を行 う者その他の機関に射 して、
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

教育・保育給付認定子 どもに関する情報を

提供す る際には、あらか じめ文書によ り当

該教育・保育給付認定子 どもに係 る教育・

保育給付認定保護者の同意を得ておかなけ

ればならない。

(情報の提供等 )

第 28条 特定教育・保育施設は、特定教育

・保育施設 を利用 しようとす る小学校就学

前子 どもに係 る教育・保育給付認定保護者

が、その希望を踏まえて適切に特定教育・

保育施設 を選択す ることができるように、

当該特定教育・保育施設が提供する特定教

育 。保育の内容に関する情報の提供を行 う

よう努めなければならない。

2 略

(苦情解決 )

第 30条 特定教育 。保育施設は、その提供

した特定教育・保育に関す る教育 。保育給

付認定子 ども又は教育・保育給付認定保護

者その他の当該教育・保育給付認定子 ども

の家族 (以 下この条において 「教育・保育

給付認定子 ども等」 とい う。)か らの苦情

に迅速かつ適切に対応す るために、別に定

める苦情 を受け付けるための窓 口を設置す

る等の必要 な措置 を講 じなけれ ばな らな

い 。

2 略

3 特定教育・保育施設は、その提供 した特

定教育 。保育に関す る教育・保育給付認定

子 ども等か らの苦情に関 して市が実施す る

事業 に協力す るよ う努 めなけれ ばな らな

い 。

4 特定教育・保育施設は、その提供 した特

定教育・保育に関 し、法第 14条第 1項の

規定によ り市が行 う報告若 しくは帳簿書類

その他の物件の提出若 しくは提示の命令又

は市の職員か らの質問若 しくは特定教育・

保育施設の設備若 しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応 じ、及び教育・保育給付認

定子 ども等か らの苦情に関 して市が行 う調

査に協力す るとともに、市か ら指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

つて必要な改善を行わなければならない。

5 略

支給認定子 どもに     関す る情報を

提供す る際には、あ らか じめ文書により当

該支給認定子 どもの保護者

の同意を得ておかなけ

ればならない。

(情報の提供等 )

第 28条 特定教育・保育施設は、特定毅育

・保育施設 を利用 しよ うとす る小学校就学

前子 どもに係 る支給認 定保護者

が、その希望を踏まえて適切に特定教育・

保育施設を選択することができるように、

当該特定教育 。保育施設が提供する特定教

育・保育の内容に関する情報の提供を行 う

よう努めなければならない。

2 略

(苦情解決)

第 30条 特定教育 。保育施設は、その提供

した特定教育・保育に関する支給認定子ど

も又は支給認定保護者

その他の当該支給認定子 どもの

_家族 (以 下この条において 「支給認定子

ども等     」 とい う。)か らの苦情

に迅速かつ適切に対応す るために、別に定

める苦情を受け付けるための窓 口を設置す

る等 の必要な措置 を講 じなけれ ばな らな

い 。

2 略

3 特定教育・保育施設は、その提供 した特

定教育・保育に関す る支給認 定子 ども等

か らの苦情に関 して市が実施する

4

事業 に協力す るよ う努 めなけれ ばな らな

い。

特定教育・保育施設は、その提供 した特

定教育・保育に関 し、法第 14条第 1項の

規定により市が行 う報告若 しくは帳簿書類

その他の物件の提出若 しくは提示の命令又

は市の職員か らの質問若 しくは特定教育・

保育施設の設備若 しくは帳簿書類その他の

物件の検査に応 じ、及び支給認定子 ども等

か らの苦情に関 して市が行 う調

査に協力す るとともに、市か ら指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

つて必要な改善を行わなければならない。

略5
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(事故発生の防止及び発生時の対応 )

第 32条  略

2 特定教育 。保育施設は、教育・保育給付

認定子 どもに対す る特定教育・保育の提供

に よ り事故が発生 した場合 は、速や かに

市、当該教育・保育給付認定子 どもの家族

等に連絡を行 うとともに、必要な措置を講

じなければならない。

3 略

4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付

認定子 どもに対す る特定教育・保育の提供

により賠償すべき事故が発生 した場合は、

損害賠償 を速や かに行 わなけれ ばな らな

い 。               
・

(記録の整備 )

第 34条 略

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付

認定子 どもに対す る特定教育・保育の提供

に関す る次に掲げる記録を整備 し、その完

結 の 日か ら 5年 間保存 しなけれ ばな らな

い。

(1)略

(動 第 12条の規定による    特定教

育・保育        の提供の記録

(31～ 151 略

(特別利用保育の基準 )

第 35条 特定教育・保育施設 (保 育所に限

る。以下 この条 において同 じ。 )が 法第

19条第 1項第 1号 に掲げる小学校就学前

子 どもに該 当す る教育・保育給付認定子 ど

もに対 し特別利用保 育 を提供す る場合 に

は、法第 34条第 1項第 3号 に規定する基

準を遵守 しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、当該

特別利用保育に係 る法第 19条第 1項第 1

号に掲げる小学校就学前子 どもに該当す る

教育・保育給付認定子 どもの数及び当該特

定教育・保育施設 を現に利用 している同項

第 2号 に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る教育・保育給付認定子 どもの総数が、

第 4条第 2項第 3号 の規定により定められ

た法第 19条第 1項第 2号 に掲げる小学校

就学前子 どもに係 る利用定員の数を超えな

(事故発生の防止及び発生時の対応 )

第 32条 略

2 特定教育・保育施設は、支給認定子 ども

に対する特定教育・保育の提供

に よ り事故 が発 生 した場合 は、速やかに

市、当該支給認定子 ども     の家族

等に連絡を行 うとともに、必要な措置を講

じなければならない。

3 略

4 特定教育・保育施設は、支給認定子 ども

に対する特定教育・保育の提供

により賠償すべき事故が発生 した場合は、

損害賠償 を速や かに行 わなけれ ばな らな

い 。

(記録の整備 )

第 34条 略

2 特定教育・保育施設は、支給認定子 ども

に対する特定教育・保育の提供

に関す る次に掲げる記録 を整備 し、その完

結 の 日か ら 5年 間保存 しなけれ ばな らな

ヤ`。

(1)略

(劾 第 12条 の規定による提供 した特定教

育・保育に係 る必要な事項の提供の記録

(勧～15)略

(特別利用保育の基準 )

第 35条 特定教育・保育施設 (保 育所に限

る。以下 この条 において 同 じ。 )が 法第

19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前

子 どもに該 当する支給認定子 ども

_に 対 し特別利用保 育 を提供す る場合 に

は、法第 34条第 1項第 3号 に規定す る基

準を遵守 しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用保育を提供す る場合には、当該

特別利用保育に係 る法第 19条第 1項第 1

号に掲げる小学校就学前子 どもに該当す る

支給認定子 ども     の数及び当該特

定教育・保育施設を現に利用 している同項

第 2号 に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る支給認定子 ども     の総数が、

第 4条第 2項第 3号 の規定によ り定められ

た法第 19条第 1項第 2号に掲げる小学校

就学前子 どもに係 る利用定員の数を超 えな
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いものとする。

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定に

より特別利用保育を提供す る場合には、特

定教育 。保育には特別利用保育、施設型給

付費には特例施設型給付費 (法 第 28条第

1項の特例施設型給付費をい う。次条第 3

項において同 じ。)を 、それぞれ含む もの

として、前節 (第 6条第 3項及び第 7条第

2項を除 く。)の 規定を適用す る。 この場

合において、第 6条第 2項 中 「特定教育 。

保 育施設 (認 定 こ ども園又 は幼稚 園に限

る。以下この項において同 じ。 )」 とある

のは 「特定教育・保育施設 (特 別利用保育

を提供 している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。 )」 と、 「同号に

掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る教育・保育給付認定子 ども」 とあるの

は 「同項第 1号又は第 2号

掲げる小学校就学前子 どもに該当す る教育

・保育給付認 「同号に掲げ

る小学校就学前子 どもの区分に係 る利用定

員の総数」 とあるのは 「同項第 2号 に掲げ

る小学校就学前子 どもの区分に係 る利用定

員 の総数」 と、第 18条 第 2頂 中 「法第

27条第 3頂第 1号に掲げる額Jと あるの

は 「法第 28条第 2項第 2号の内閣総理大

臣が定める基準により算定 した費用の額」

と、同条第 4項第 3号イγ)中 「教育 。保育

給付認定子 ども」 とあるのは 「教育・保育

給付認定子 ども (特 別利用保育を受ける者

を除 く。 )」 と、同号イ釘)中 「教育・保育

給付認定子 ども」 とあるのは 「教育・保育

給付認定子 ども (特別利用保育を受ける者

を含む。 )」 とする。

(特別利用教育の基準 )

第 36条 特定教育・保育施設 (幼稚園に限

る。 以下 この条 において同 じ。 )が 法第

19条第 1頂第 2号に掲げる小学校就学前

子 どもに該当する教育 。保育給付認定子 ど

もに対 し、特別利用教育を提供す る場合に

は、法第 34条第 1頂第 2号 に規定する基

準を遵守 しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、当該

に

子 ど イゝ |と 、

いものとする。

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定に

より特別利用保育を提供す る場合には、特

定教育・保育には特別利用保育を含む もの

として、この章

(第 6条第 3項及び第 7条第

2項 を除 く。)の規定を適用す る。 この場

合において、第 6条第 2頂 中 「特定教育 。

保 育施設 (認 定 こども園又 は幼稚 園に限

る。以下この項において同 じ。 )」 とある

のは 「特定教育・保育施設 (特別利用保育

を提供 している施設に限る。以下この項に

おいて同 じ。 )」 と、 「法第 19条第 1項

第 1号に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る 寸 給 訳 常 子 ガ イ、| 滋あ る の

は 「法第 19条第 1頂第 1号又は第 2号 に

掲げる小学校就学前子 どもに該当する支給

認定子 ども」 と、     「同号に掲げ

る小学校就学前子 どもの区分に係 る利用定

員の総数」 とあるのは 「同項第 2号 に掲げ

る小学校就学前子 どもの区分に係 る利用定

員の総数」 とす る

(特別利用教育の基準 )

第 36条 特定教育・保育施設 (幼稚園に限

る。次項    において同 じ。 )が 法第

19条 第 1項第 2号に掲げる小学校就学前

子 どもに該当する支給認定子 ども

に対 し、特別利用教育を提供する場合に

は、法第 34条第 1頂第 2号 に規定する基

準を遵守 しなければならない。

2 特定教育・保育施設が、前項の規定によ

り特別利用教育を提供す る場合には、当該
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3

の数 」 と、 「同号 に掲 げ る小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数」 とあるのは 「同項第 1号又は第 2

号に掲げる小学校就学前子 どもに該 当す る

教育・保育給付認定子 どもの総数」 と、第

13条第 2項 中 「法第 27条第 3項第 1号

に掲げる額」 とあるのは 「法第 28条第 2

項第 3号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第 4項第 3

号 イ
『

)中 「教 育・保 育給 付認 庁子 ど†、1洸

あるのは 「教育・保育給付認定子 ども (特

別利用教育を受ける者を含む。)Jと 、同

号イげ)中 「教育・保育給付認定子ども」と

あるのイよ「教育・保育給付認定子ども (特

別利 用教育 を受 ける者 を除 く。 ).」 とす

る。

(削 除 )

第 37条 特定地域型保育事業 (事 業所内保

育事業を除 く。)の     利用定員 (法

特別利用教育に係 る法第 19条 第 1項第 2

号に掲げる小学校就学前子 どもに該 当す る

教育 。保育給付認定子 どもの数及び当該特

定教育・保育施設を現に利用 している同項

第 1号 に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る教育・保育給付認定子 どもの総数が、

第 4条第 2頂第 2号 の規定により定め られ

た法第 19条第 1項第 1号に掲げる小学校

就学前子 どもに係 る利用定員の数を超 えな

いものとする。

特定教育・保育施設が、第 1頂の規定に

より特別利用教育を提供す る場合には、特

定教育・保育には特別利用教育を、施設型

給付費には特例施設型給付費を、それぞれ

含む もの として、前節  (第 6条第 3項及

び第 7条第 2項 を除 く。)の 規定を適用す

る。 この場合 において、第 6条 第 2項 中

「利用の申込みに係 る法第 19条第 1項第

1号 に掲げる小学校就学前子 どもの数」 と

あるのは 「利用の申込みに係 る法第 19条

第 1項第 2号 に掲げる小学校就学前子 ども

第 29条第 1項の確認において定めるもの

に限る。以下この章において同 じ。)の数

は、家庭的保育事業にあつては 1人以上 5

人以下、小規模保育事業A型 (家庭的保育

特別利用教育に係 る法第 19条第 1項第 2

号に掲げる小学校就学前子 どもに該当す る

支給認定子 ども     の数及び当該特

定教育・保育施設 を現に利用 している同項

第 1号 に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る支給認定子 ども の総数 が、

る。)Jと あるのは 「除く6)| とする

(利 用定員 )

第 37条 特定地域型保育事業の うち、家庭

第 4条第 2項第 2号 の規定により定められ

た法第 19条第 1項第 1号に掲げる小学校

就学前子 どもに係 る利用定員の数を超 えな

いものとする。

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定に

より特別利用教育を提供す る場合には、特

定教育 と保育には特別利用教育を含む

__も の として、この章 (第 6条第 3頂及

び第 7条第 2項 を除 く。)の 規定を適用す

る。 この場合 において、第 6条 第 2項 中

「利用の申込みに係 る法第 19条第 1項第

1号に掲げる小学校就学前子 どもの数」 と

あるのは 「利用の申込みに係 る法第 19条

第 1項第 2号 に掲げる小学校就学前子 ども

の数」 と、第 13条 第 4項第 3号 中 「除

き、同項第 2号 に掲げる小学校就学前子 ど

もについては主食 の提供 に係 る費用 に限

的保育事業にあつては、その利用定員 (法

第 29条第 1項の確認において定めるもの

に限る。以下この章において同 じ。)の数

を             1人 以上 5

人以下、小規模保育事業A型 (家庭的保育
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事業等の設備及び運営に関す る基準 (平成

26年厚生労働省令第 61号 )第 28条 に

規 定す る小規模保 育事業 A型 をい う。第

42条 第 3項第 1号 において同 じ。)及び

小規模保育事業 B型 (同 令第 31条に規定

す る小規模保育事業 B型 をい う。第 42条
第 3項 第 1号 において同 じ。 )に あつて

は          6人 以上 19人以

下、小規模保育事業 C型 (同 令第 33条 に

規定す る小規模保育事業 C型 をい う。附則

第 4項 において同 じ。)に あっては

6人 以上 10人以下、居宅

訪問型保育事業にあつては

1人 とする。

2 略

(内 容及び手続の説明及び同意 )

第 38条 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の提供の開始に際 しては、あらか

じめ、利用 申込者に対 し、第 46条 に規定

す る運営規程の概要、第 42条 第 1項 に規

定す る連携施設の種類、名称、連携協力の

概要、職員の勤務体制、第 43条 の規定に

よ り支払を受ける費用に関す る事項その他

の利用申込者の保育の選択に資す ると認め

られ る重要事項を記 した文書を交付 して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。

2 略

(正 当な理由のない提供拒否の禁止等 )

第 39条 特定地域型保育事業者は、教育・

保育給付認定保護者か ら利用の申込みを受

けた ときは、正当な理由がなければ、これ

を拒んではならない。

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込み

に係 る法第 19条 第 1項第 3号に掲げる小

学校就学前子 どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用 している満 3歳未満保育

認定子 ども (特 定満 3歳以上保育認定子 ど

もを除 く。以下この章において同 じ。)の

総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子 どもの区分に係 る

利用定員の総数を超 える場合においては、

法第 20条第 4項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を

事業等の設備及び運営に関す る基準 (平成

26年厚生労働省令第 61号 )第 28条 に

規定す る小規模保 育事業 A型 をい う。第

42条 第 3項第 1号において同 じ。)及び

小規模保育事業 B型 (同 令第 31条 に規定

す る小規模保育事業 B型 をい う。第 42条
第 3項第 1号 において同 じ。 )に あつて

は、その利用定員の数を 6人以上 19人 以

下、小規模保育事業 C型 (同 令第 38条 に

規定す る小規模保育事業 C型 をい う。附則

第 6項において同 じ。)に あつては、その

利用定員の数を 6人以上 lo人以下、居宅

訪問型保育事業にあっては、その利用定員

の数を 1人 とす る。

2 略

(内 容及び手続の説明及び同意 )

第 38条 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の提供の開始に際 しては、あらか

じめ、利用申込者に対 し、第 46条 に規定

する運営規程の概要、第 42条 第 1項 に規

定す る連携施設の種類、名称、連携協力の

概要、職員の勤務体制、利 用者負担

その他

の利用申込者の保育の選択に資す ると認め

られ る重要事項を記 した文書を交付 して説

明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。

2 略

(正 当な理由のない提供拒否の禁止等 )

第 39条 特定地域型保育事業者は、支給認

定保護者     か ら利用の申込みを受

けた ときは、正当な理由がなければ、これ

を拒んではならない。

2 特定地域型保育事業者 は、利用の申込み

に係 る法第 19条第 1項第 3号 に掲げる小

学校就学前子 どもの数及び特定地域型保育

事業所を現に利用 している同号に掲げる小

主校就学前子どもに該当する支給認定子ど

の

総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子 どもの区分に係 る

利用定員の総数 を超 える場合においては、

法第 20条第 4項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

勘案 し、保育を受ける必要性が高い と認め

られ る満 3歳未満保育認定子 どもが優先的

に利用できるよう、濃考するものとする。

3 前項の特定地域型保育事業者は、同項の

選考方法をあらか じめ教育・保育給付認定

保護者に明示 した上で、選考を行わなけれ

ばならない。

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の

提供体制の確保が困難である場合その他利

用申込者 に係 る満 3歳未満保育認定子 ども

に対 し自ら適切な教育・保育を提供す るこ

とが困難である場合は、第 42条第 1項に

規定する連携施設その他の適切な特定教育

。保育施設又は特定地域型保育事業を紹介

する等の適切な措置を速やかに講 じなけれ

ばならない。

(あ っせん、調整及び要請に対する協力 )

第 40条 略

2 特定地域型保育事業者は、満 3歳未満保

育認 定子 ども

に係 る特定地域型

保育事業の利用について児童福祉法第 24
条第 3項 (同 法附則第 73条第 1項 の規定

により読み替えて適用す る場合を含む。 )

の規定に よ り市が行 う調整及び要請 に対

し、できる限 り協力 しなければならない。

(心身の状況等の把握 )

第 41条 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の提供に当たつては、満 3歳未満

保育認定子 どもの心身の状況、その置かれ

ている環境、他の特定教育・保育施設等の

利用状況等の把握 に努 めなけれ ばな らな

ヤ` 。

(特 定教育・イ呆育施設等との連携 )

第 42条 略

(1)特定地域型保育の提供を受けている適

3歳未満保育認定子どもに集団保育を体

験 させ るための機会の設定、特定地域型

保育の適切な提供に必要な特定地域型保

育事業者に対す る相談、助言その他の保

育の内容に関する支援を行 うこと。

(動 略

13)当 該特定地域型保育事業者によ り特定

地域型保育の提供を受けていた満 3歳未

勘案 し、保育を受ける必要性が高い と認め

られ る支給認定子 どもが     優先的

に利用できるよう、選考するものとする。

3 前項の特定地域型保育事業者は、同項の

選考方法をあらか じめ支給認定保護者

に明示 した上で、選考を行わなけれ

ばならない。

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の

提供体制の確保が困難である場合その他利

用申込者に係 る支給認定子 ども

に対 し自ら適切な教育・保育を提供す るこ

とが困難である場合は、第 42条 第 1項に

規定す る連携施設その他の適切な特定教育

・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介

す る等の適切な措置を速やかに講 じなけれ

ばならない。

(あ っせん、調整及び要請に対する協力 )

第 40条 略

2 特定地域型保育事業者は、法第 19条第

1項第 3号 に掲げる小学校就学前子 どもに

該当す る支給認定子 どもに係 る特定地域型

保育事業の利用について児童福祉法第 24
条第 3項 (同 法附則第 73条第 1項 の規定

により読み替えて適用する場合を含む。 )

の規定 によ り市が行 う調整及び要請 に対

し、できる限 り協力 しなければならない。

(心身の状況等の把握 )

第 41条 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育の提供に当たつては、支給認定子

ども     の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の特定教育・保育施設等の

利用状況等の把握 に努 めなけれ ばな らな

い 。

(特 定教育・保育施設等 との連携 )

第 42条 略

(1)特定地域型保育の提供 を受けている支

給認定子 ども     に集団保育を体

験 させ るための機会の設定、特定地域型

保育の適切な提供に必要な特定地域型保

育事業者に対す る相談、助言その他の保

育の内容に関する支援を行 うこと。

(動 略

俗)当 該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた支給認定
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

満保育認定子 ども (事業所内保育事業を

利用する満 3歳未満保育認定子 どもにあ

つては、第 37条第 2項 に規定す るその

他の小学校就学前子 どもに限る。以下こ

の号において同 じ。)を 、当該特定地域

型保育の提供の終了に際 して、当該満 3

歳未満保育認定子 どもに係 る教育・保育

給付認定保護者の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育

・保育を提供すること。

2～ 7 略

8 保育所型事業所内保育事業を行 う者の う

ち、児童福祉法第 6条 の 3第 12項第 2号

に規定す る事業を行 う者であって、市長が

適 当 と認 めるもの (附 則第 5項 において

「特例保育所型事業所内保育事業者」 とい

う。)に ついては、第 1項本文の規定にか

かわ らず、連携施設の確保 をしないことが

できる。

9 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育の提供の終了に際 しては、満 3歳未満保

育認定子 どもについて、連携施設又は他の

特定教育・保育施設等において継続的に提

供 され る教育・保育 との円滑な接続に資す

るよ う、満 3歳未満保育認定子 どもに係 る

情報の提供その他連携施設、特定教育・保

育施設等、地域子 ども 。子育て支援事業を

実施す る者等 との密接な連携に努めなけれ

ばならない。

(利用者負担額等の受領 )

第 43条  特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育

____を 提供 したときは、教育・保育給

付認定保護者から当該特定地域型保育に係

る利用者負担額 (法第 29条第 3項第 2号

に掲げる額

をい う。)の支

払 を受けるもの とす る。

(事業所内保育事業を

利用する支給認定子 ども に あ

つては、第 37条第 2項 に規定するその

他の小学校就学前子 どもに限る。以下こ

の号において同 じ。)を 、当該特定地域

型保育の提供の終了に際 して、当該支給

訟定子 ども     に係 る支給認定保

護 者 の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育

・保育を提供すること。

2～ 7 略

8 保育所型事業所内保育事業を行 う者の う

ち、児童福祉法第 6条 の 3第 12項第 2号

に規定する事業を行 う者であって、市長が

適 当 と認 めるもの (附 則 第 7項 において

「特例保育所型事業所内保育事業者」 とい

う。)に ついては、第 1項本文の規定にか

かわ らず、連携施設の確保 をしないことが

できる。

9 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育の提供の終了に際 しては、支給認定子 ど

も     について、連携施設又は他の

特定教育・保育施設等において継続的に提

供 される教育・保育 との円滑な接続に資す

るよう、支給認定子 ども     に係 る

情報の提供その他連携施設、特定教育・保

育施設等、地域子 ども 。子育て支援事業を

実施する者等 との密接な連携に努めなけれ

ばならない。

(利 用者負担額等の受領 )

第 43条 特定地域型保育事業者は、特定地

域型保育 (特別利用地域型保育及び特定利

用地域型保 育 を含む。 以下 この条及び第

50条 にお い て逢 用 る第 14条 にお いて

同 じ。)を提供 した ときは、支給認定保護

者     か ら当該特定地域型保育に係

る利用者負担額 (法 第 29条第 3項第 2号

に掲げる額 (当 該特定地域型保育事業者が

幣 別 和1用 ナ1'域型 保 苔 提 供 す る場合 に あっ

て は法第 30条 第 2 第 2号に規定す る市

が定める額 とし、特定利用地域型保育を提

供 す る場合 に あ って 同項 第 3号 に規 定す

る市が定める額 とす る。)を い う。)の支

払を受けるものとする。

子ども
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2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領

を受けないときは、教育・保育給付認定保

護者から、当該特定地域型保育に係る特定

地域型保育費用基準額 (法 第 29条第 3項

第 1号 に掲げる額

__を い う。次項において同 じ。)の 支払

を受けるものとする。

3 特定地域型保育事業者は、前 2項 の支払

を受ける額のほか、特定地域型保育の提供

に当たつて、当該特定地域型保育の質の向

上を図る上で特に球要であると認められる

対価について、当該特定地域型保育に要す

る費用 として見込まれるものの額 と特定地

域型保育費用基準額 との差額に相当す る金

額の範囲内で設定する額の支払を教育・保

育給付認 定保護者 か ら受 けることがで き

る。

4 特定地域型保育事業者は、前 3項 の支払

を受ける額のほか、特定地域型保育におい

て提供 され る便宜に要する費用の うち、次

に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付

認定保護者か ら受けることができる。

(1)～ (3)略

14)前 3号に掲げるもののほか、特定地域

型保育において提供 される便宜に要す る

費用の うち、特定地域型保育事業の利用

において通常必要 とされるものに係 る費

用であつて、教育・保育給付認定保護者

に負担 させ ることが適当と認められるも

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領

を受けないときは、支給認定保護者

__か ら、当該特定地域型保育に係 る特定

地域型保育費用基準額 (法 第 29条第 3項

第 1号に掲げる額 (そ の額 が現 に当該特定

地域 型 保 育 に事 した 用 の額 を超 える とき

は、当該現に特定地域型保育に要 した費用

の額 )狩 い い、 当該 特定地域型イ呆育事業者

が特別利用地域型保育を提供す る場合にあ

って は法第 30条 第 頂第 2号に規定す る

内閣総理大臣が定める基準により算定 した

費用の額 (そ の額が現に当該特別利用地域

型 保 苔 に顛 1ン ″ 書 用 の 額 狩紹 夕 る と ☆ ,■ 、

当 諺 ,日 ι
「

特 RII茶II田 キl竹 瓢 保 苔 ι 夢 1タ ナ″春 田

の 額 )オ〆、 杵 庁禾II用 域 型保 育 を繰供 す る

場合にあっては同項第 3号 に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用

の 額 (そ の 客百が ]  J国 該 特 定利 用ナl“ 域 型保

育に要した費用の額を超えるときは、当該

現 に特 定利 用 地 上fⅢ兌即保 育に要 した費用 の

額)を い う。次項において同 じ。)の支払

を受けるものとする。

3 特定地域型保育事業者は、前 2項の支払

を受ける額のほか、特定地域型保育の提供

に当たつて、当該特定地域型保育の質の向

上を図る上で特に必要であると認められ る

対価について、当該特定地域型保育に要す

る費用 として見込まれ るものの額 と特定地

域型保育費用基準額 との差額に相当する金

額の範囲内で設定す る額の支払を支給認定

保護者     か ら受 けることがで き

る。

4 特定地域型保育事業者は、前 3項の支払

を受ける額のほか、特定地域型保育におい

て提供 され る便宜に要す る費用の うち、次

に掲げる費用の額の支払 を支給認定保護者

から受けることができる。

(1)～ 13)略

に)前 3号 に掲げるもののほか、特定地域

型保育において提供 され る便宜に要す る

費用の うち、特定地域型保育事業の利用

において通常必要 とされ るものに係 る費

用であって、支給認定保護者

に負担 させ ることが適当と認められるも
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の

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用

の額の支払を受けた場合は、当該費用に係

る領収証を当該費用の額を支払つた教育・

保育給付認定保護者に対 し交付 しなければ

ならない。

6 特定地域型保育事業者は、第 3項及び第

4項 の費用の支払を求める際は、あ らか じ

め、当該費用の使途及び額並びに教育・保

育給付認定保護者 に費用の支払を求める理

由について書面によつて明 らかにす るとと

もに、教育・保育給付認定保護者に対 して

説明を行い、文書による同意を得なければ

ならない。ただ し、第 4項の規定による費

用の支払に係 る同意については、文書によ

ることを要 しない。

(運 営規程 )

第 46条 略

(1)～ 14)略   ・

15)第 43条 の規定により教育・保育給付

認 定保護者 か ら支払 を受 ける費用 の種

類、支払を求める理由及びその額

16)～ &0 略

(勤務体制の確保等 )

第 47条  特定地域型保育事業者は、満 3歳

未満保育認定子 どもに対 し、適切な特定地

域型保育を提供す ることができるよう、特

定地域型保育事業所 ごとに職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育事業所 ごとに、当該特定地域型保育事業

所の職員によつて特定地域型保育を提供 し

なければな らない。ただ し、満 3歳未満保

育認定子 どもに対する特定地域型保育の提

供 に直接影響 を及 ぼ さない業務 について

は、この限 りでない。

3 略

(記録の整備 )

第 49条 略

2 特定地域型保育事業者は、満 3歳未満保

育認定子 どもに対する特定地域型保育の提

供に関する次に掲げる記録を整備 し、その

完結の 日か ら5年間保存 しなければならな

い 。

の

5 特定地域型保育事業者 は、前各項の費用

の額の支払を受けた場合は、当該費用に係

る領収証を当該費用の額 を支払つた支給認

定保護者     に対 し交付 しなければ

ならない。

6 特定地域型保育事業者は、第 3項及び第

4項の費用の支払を求める際は、あらか じ

め、当該費用の使途及び額並びに支給認定

保護者 に費用の支払を求める理

由について書面によつて明 らかにす るとと

もに、支給認定保護者     に対 して

説明を行い、文書による同意を得なければ

ならない。ただ し、第 4項の規定による費

用の支払に係 る同意については、文書によ

ることを要 しない。

(運営規程 )

第 46条 略

(1)～ 但)略
15)支給認定保護者か ら受領す る利用者負

担その他 の        費用の種

類、支払を求める理由及びその額

16)～ 住0 略

(勤務体制の確保等 )

第 47条 特定地域型保育事業者 は、支給認

定子 ども     に対 し、適切な特定地

域型保育を提供す ることができるよう、特

定地域型保育事業所 ごとに職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育事業所 ごとに、当該特定地域型保育事業

所の職員によって特定地域型保育を提供 し

なければな らない。ただ し、支給認定子 ど

も     に対する特定地域型保育の提

供 に直接影響 を及 ぼ さない業務 について

は、この限 りでない。

3 略

(記録の整備 )

第 49条 略

2 特定地域型保育事業者は、支給認定子 ど

も     に対す る特定地域型保育の提

供に関する次に掲げる記録を整備 し、その

完結の 日か ら 5年間保存 しなければならな

い。
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略

次条において準用する第 12条 の規定

による    特定地域型保育

の提供の記録

(31～ (5)略

(準用 )

第 50条 第 8条か ら第 14条まで (第 10
条及び第 13条を除 く。 )、 第 17条 か ら

第 19条まで及び第 23条か ら第 33条ま

での規定は、特定地域型保育事業者、特定

地域型保育事業所及び特定地域型保育につ

いて準用す る。 この場合において、第 11
条 中 「教育・保 育給付認 定子 どもに つい

て」 とあるのは 「教育・保育給付認定子 ど

ヰぅ (満 3歳未 満 保 育 定子 どもに限 り、特

定満 3歳以上保育認定子どもを除く。以下

この飾 にお い て 同 じ^ )に ついて |と 、第

12条 の 見出 し中 「 育 。保育Jと あるの

は 「地域型保育」と、第 14条の見出し中

「施設型給付費Jと あるのは 「地域型保育

給付費」 と、同条第 1項 中 「施設型給付費

(法 第 27条 第 1項 の施設型給付費 をい

う。以下

___」 とあるのは 「地域型保育給付費

(第 29条第 1項の地域型保育給付費をい

う。以下 この項及び第 19条 において」

と、 「流 設 型 給付 脅 の」 とあるのは 「地域

型 保 育 給 付 春 の 同 粂 筆 r百 中 「特 市2

教 育・ 保 育操供 証 明書 |ル あ るの
'■

「特 市

地 域 型 保 育 拝 供 証 明 書」 と、第 19条 中

「施設型給付費 |と あ るのは 「地域卵十1保育

給付費Jと 読み替えるものとする。

(特別利用地域型保育の基準 )

第 51条 特定地域型保育事業者が法第 19
条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該 当す る教育・保育給付認定子 どもに

対 し特別利用地域型保育を提供する場合に

は、法第 46条 第 1項に規定す る地域型保

育事業の認可基準を遵守 しなければな らな

い 。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

よ り特別利用地域型保育を提供する場合に

は、 当該特別利用地域型保 育に係 る法第

19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前

(1)

(2)

と

(1)略

(21 次条において準用す る第 12条 の規定

による提供 した特定地域型保育に係 る必

要な事項の提供の記録

(31～ (5)略

(準用 )

第 50条 第 8条 か ら第 14条まで (第 10
条及び第 13条 を除 く。 )、 第 17条 か ら

第 19条まで及び第 23条か ら第 38条ま

での規定は、特定地域型保育事業

に つ

いて準用す る。 この場合 にお いて、第 14
条第 1項

中 「施設型給付費

(法 第 28条第 1頂 に規定す る特例施設型

給 付 費 を含 む。 以 下 この項 にお い て 同

じ。 )」 とあるのは 「地域型保 育給付費

(法 第 30条第 1項 に規定す る特例地域型

保育給付費を含む。以下この項において同

)| と諦 み 怒 身

ものとする。

(特別利用地域型保育の基準 )

第 51条 特定地域型保育事業者が法第 19
条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該 当す る支給認定子 ども     に

対 し特別利用地域型保育を提供す る場合に

は、法第 46条第 1項 に規定す る地域型保

育事業の認可基準を遵守 しなければならな

い 。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、 当該特別利 用地域型保 育に係 る法第

19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前
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子 どもに該当す る教 育 ・ 保 苔 給 付 認 市 子 ガ

もの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用 している満 3歳未満保育認定子 ども

(次 条

第 1項の規定によ り特定利用地域型保育を

提供す る場合にあつては、当該特定利用地

域型保育の対象 となる法第 19条第 1項第

2号 に掲げる小学校就学前子 どもに該 当す

る教育・保育給付認定子 どもを含む。)の

総数が、第 37条第 2項 の規定によ り定め

られ た利用定員 の数 を超 えない もの とす

る。

3 特定地域型保育事業者が、第 1項 の規定

により特別利用地域型保育を提供す る場合

には、特定地域型保育には特別利用地域型

保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費 (法第 30条第 1項 の特例地域

型保育給付費をい う。次条第 3項 において

同 巴⊇逮塗堂笠貶望蛭辿お のとして、こ

の章 (第 40条 第 2 を除き、前条におい

て準用す る第 8条 か ら第 14条 まで (第

10条及び第 13条 を除 く。 )、 第 17条
か 琳 笛 19 祭

=で
形 第 23条 か ら第 33

条までを含む。次条第 3項 において向|

じ。)の規定を適用する。この場合におい

て 、第 39条 第 2項 中 「利 用 の 申込み に係

る法第 19条第 1項第 3号 に掲げる小学校

就学前子 どもの数」 とあるのは 「利用の申

→入み ι 標 る 渋 笛 19 第 1項第 1号に 揚 げ

る小学校就学前子 どもの数」 と、 「満 3歳

未満保育認定子 ども (特 定満 3歳以上保育

認定子 どもを除 く。以下この章において同

じ。 )」 とあるのは 「法第 19条第 1項第

1号又は第 3号 に掲げる小学校就学前子 ど

羊ゝ に 該 当す る教 育 ・ 保 育給付認 定子 ども

(第 52条第 1項 の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあつては、当該

特 市 飛I用 子‖Jl“t型イ果音 の対象 とな る法 第 19

条第 1項第 2号に掲 げ る小学校就学前子 ど

もに該当す る教育・保育給付認定子 どもを

含む。 )」 と、 「法第 20条第 4項の規定

による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家 族 等 の状 況 を勘 し、保育を受ける必

い

子 どもに該当する支給認定子 どもの

__数 及び特定地域型保育事業所を現に利

用 している同項第 3号 に掲げる小学校就学

前子 どもに該 当す る支給認定子 ども (次 条

第 1項 の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合にあつては当該特定利用地域

型保育 の対象 となる法第 19条第 1項第

2号に掲げる小学校就学前子 どもに該 当す

る支給認定子 どもを     含む。)の
総数が、第 37条第 2項 の規定により定め

られた利用定員 の数 を超 えない もの とす

る。

特定地域型保育事業者が、第 1項 の規定

により特別利用地域型保育を提供す る場合

には、特定地域型保育には特別利用地域型

3

の し こ の 39

第 2頂及び第 40条第 2項 を除 く。)の 規

庁を滴用す る
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定子 どもが優先的に利用できるよう、Jと

あるのは 「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育事業

考 の 保 苔 に 閣 十 る J甲 、来 本 方針 等 に基 づ

く選 考 そ の他 公 正 な方 法 に よ り |と 、第

43条 第 1項 中 「教育・保 育給付認 定保護

者」とあるのは 「教育・保育給付認定保護

者 (特別利用地域型保育の対象となる法第

19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前

子 どもに該当する教育・保育給付認定子ど

{ぅ に係 る教 育 。保 育 給付認 定保護者 を除

く。 )」 と、同条第 2項 中 「法第 29条第

8項第 1号に掲 げ る額 |と あ るのは 「法第

30条 第 2項第 2号 の 内閣総理大臣が定 め

る基 準に よ り算定 した費用の額」 と、同条

第 3項 中 「前 2項 Jと あるのは 「前項」

と、同条第 4項 中 「前 3項 」 とあるのは

「前 2項 | と、 「掲 げる費用Jと あるのは

「掲げる費用及び食事の提供 (第 13条第

4項第 3号 ア か ら ウ でに掲 げ るものを除

く^)に 要 す る脅 用 」 と、同条第 5項 中

「節 各 輻 |> あ る の ,■ 「1布 3 r百 1ル 十 る ^

(特定利用地域型保育の基準 )

第 52条 特定地域型保育事業者が法第 19
条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該当す る教育・保育給付認定子 どもに

対 し特定利用地域型保育を提供する場合に

は、法第 46条 第 1項に規定す る地域型保

育事業の認可基準を遵守 しなければな らな

い 。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

よ り特定利用地域型保育を提供する場合に

は、 当該特定利用地域型保 育 に係 る法第

19条第 1頂第 2号 に掲げる小学校就学前

子 どもに該 当す る教育・保育給付認定子 ど

もの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用 している同項第 3号 に掲げる小学校就学

前子 どもに該 当す る教育・保育給付認定子

ども (前 条第 1項 の規定により特別利用地

域型保育を提供す る場合にあっては、当該

特別利用地域型保育の対象 となる法第 19
条第 1頂第 1号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該当す る教育・保育給付認定子 どもを

含む。)の 総数が、第 37条第 2項の規定

(特定利用地域型保育の基準 )

第 52条 特定地域型保育事業者が法第 19
条第 1項第 2号 に掲げる小学校就学前子 ど

もに該当す る主給認定子 ども     に

対 し特定利用地域型保育を提供す る場合に

は、法第 46条第 1項 に規定す る地域型保

育事業の認可基準を遵守 しなければな らな

ヤ` 。

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定に

より特定利用地域型保育を提供す る場合に

は、当該特定利 用地域型保 育 に係 る法第

19条第 1項第 2号 に掲げる小学校就学前

子 どもに該 当する支給認定子 ども

_の数及び特定地域型保育事業所を現に利

用 している同項第 3号 に掲げる小学校就学

前子 どもに該 当する支給認定子 ども

__(前 条第 1項 の規定によ り特別利用地

域型保育を提供する場合にあっては当該特

別利用地域型保育 の対象 となる法第 19
条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子 ど

もに該 当す る支給認定子 ども     を

含む。)の 総数が、第 37条第 2項 の規定
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3

により定め られた利用定員の数を超 えない

ものとする。

特定地域型保育事業者が、第 1項 の規定

により特定利用地域型保育を提供す る場合

には、特定地域型保育には特定利用地域型

保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費を、それぞれ含む ものとして、

この章 の規 定 を適用す る。 この場合 におい

て 、第 43条 第 1項 中 「教育・保育給付認

定保護者」 とあるのは 「教育・保育給付認

定保護者 (特定利用地域型保育の対象 とな

る法第 19条第 1頂第 2号 に掲げる小学校

就学前子 どもに該 当する教育・保育給付認

定子 ども (特 定満 3歳以上保育認定子 ども

に限る。)に係 る教育・保育給付認定保護

者 に限 る。 )」 と、同条第 2項 中 「法第

29条第 3項第 1号 に掲げる額」 とあるの

は 「法第 30条第 2項第 3号の内閣総理大

師 が 市 め る 基 逢 に ■ り算 庁 した書 用 の額 |

と、同条第 4項 中 「掲げる費用」 とあるの

は 「掲げる費用及び食事の提供 (特 定利用

地域型保育の対象 となる特定満 3歳以上保

育 訳 ″ 子 ど や、 対 十 る や、 尺}rベィ許 審岳以 トの 3

保 苔 訳 市 子 ガ ヤ、 r容値 と峯 篠 lr百控 9与 ″

準目″ 孝 ス 溝 3 樫孝 けr ト保 管 譲 常 ■ ガ ▼、歩

に

い

う。)に係る第 13条第 4項第 3号アから

ウまでに掲げるものを除 く。)に要する費

用」 とする。

附 則

(特定保育所に関する特例 )

2 特定保育所 (法 附則第 6条第 1項 に規定

す る特定保育所をい う。以下同 じ。)が特

定教育・保育を提供する場合にあつては、

当分の間、第 13条 第 1項 中 「教育・保育

給付認定保護者 (満 3歳未満保育認定子 ど

もJと あるのは 「教育・保育給付認定保護

者 (満 3歳未満保育認定子 ども (特 定保育

所 (法 附則第 6条第 1項 に規定する特定保

育所 をい う。次項において同 じ。)か ら特

市 才章苔 ・ 保 苔

`保

苔 ,こ限 る^第 19条 にお

いて同 じ。)を受ける者 を除 く。以下この

項 において同 じ。 )」 と、同条第 2項 中

と「当該 特 市 教 育 ・ イ果育 | あ る の ,■ 「当 該

特定教育・保育 (特定保育所における特定

により定められた利用定員の数を超 えない

ものとする。

3 特定地域型保育事業者が、第 1項 の規定

によ り特定利用地域型保育を提供す る場合

には、特定地域型保育には特定利用地域型

保育を含むものとして、この章の規定を適

用 す る

附 則

(特定保育所に関する特例 )

2 特定保育所 (法附則第 6条第 1項に規定

す る特定保育所をい う。以下同 じ。)が特

定教育・保育を提供する場合にあつては、

当分の間、第 13条第 1項 中 27

条第 3頂第 2号に掲げる額 (特定教育・保

苔 怖 譜 が の 「 (当 該 特 庁 教 育 ・

保育施設が」 と、 「定める額 とする。)を
の は 「定 め る額 を い

「  (七晏

Iル あ ム

い う^)1滋 あ る

う。 )

と、同条第 2項 中

第 1号 に規定す る「 (法 第 27条 第 3

の 「 6 3 の
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教育・保育 (保 育に限る。)を 除 く。 )

と、同条第

3項 中 「額の支払を」 とあるのは 「額の支

払を、市の同意を得て、」 と、第 19条中

「施設型給付費の支給を受け、又は受けよ

うとしたとき」 とあるのは 「法附則第 6条

第 1項の規定による委託費の支払の対象 と

なる特定教育・保育の提供を受け、又は受

けよ うとした とき」 とし、第 6条及び第 7

条の規定は適用 しない。

3 略

(削 除 )

矧 庁 に よ り諦 み 替 身 れ た法第 28条 第 2

項 第 1号に規 庁す る 閣総理大 臣が定 め る

基準により算定 した費用の額」 と、同条第

3項 中 「額の支払を」 とあるのは 「額の支

払を、市の同意を得て、」 と、第 19条 中

「施設型給付費の支給を受け、又は受けよ

うとした とき」 とあるのは 「法附則第 6条

第 1項の規定による委託費の支払の対象 と

なる特定教育・保育の提供 を受け、又は受

けようとしたとき」 とし、第 6条及び第 7

条の規定は適用 しない。

3 略

(施設型給付脅等 に関する経過措置 )

4 特定教育 。保 育施設 が法第 19条 第 1項

第 1号に掲げる小学校就学前子 どもに該当

す る支給認定子 どもに対 して特定教育・保

育又は特別利用保育を提供す る場合におい

ては、当分の間、第 13条第 1項 中 「法第

27条 第 3項街 2号 に掲 げ る額 |と あ るの

は 「浅 附 目!1筑 9 祭 範 1項第 1号ノrに 規 庁す

る市が定める額 |と 、 「法第 28条第 2項
範 2 暑 に キロ市 十 る 市 庁 め る緬 Iル 溢 る の

ι甘 「 渋 附 目II雀 9 墾 雀 1 r百 筆 2 暑 ロ 十刊Ⅲι江美日j=

する市が定める額Jと 、同条第 2項 中 「法

筑 27 峯 笛 3「百雀 1 に 類 庁 す る客百

`そ

の

額が現に当該特定教育・保育に要 した費用

を超えるときは、当該現に特定教育 。保育

に要 した費用の額 )」 とあるのは 「法附則

第 9条第 1項第 1号イに規定す る内閣総理

大臣が定める基準により算定 した額 (そ の

額が現に当該特定教育 。保育に要 した費用

を超えるときは、当該現に特定教育・保育

に要 した費用の額)及 び同号口に規定す る

市が定 める額 |と 、 「法第 28条 第 2項第

2号 に規定す る内閣総理大臣が定める基準

により算定 した費用の額 (そ の額が現に当

該特別利用保育に要 した費用を超えるとき

は、当該現に特別利用保育に要 した費用の

額 )」 とあるのは 「法附則第 9条第 1頂第

2暑 口 (1〕

'

都 市 す る 閣 総 テ早大 臣 が 庁 め る

基準により算定 した額 (そ の額が現に当該

俸 印I知 I田 イ早 苔 Ir亘 1 ´ 春 用 歩 認 ラ ム ))共

は、当該現に特別利用保育に要 した費用の

ロ
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第 2条の規定による改正案 第 1条の規定による改正後

(削 除 )

(削 除 )

4

(利 用定員に関する経過措置 )

略

(連携施設に関する経過措置 )

略

(上越市暴力国の排除の推進に関す る条例

の一部改正 )

略

5

6

額 Jと す る。

5 特定地域型保育事業者が法第 19条第 1

項第 1号に掲 げ る小学校就 学前子 どモ)に 該

当 十 /、 寸 給 訳 ″ 子 ガ イ、と汗村 1フ イ 棒 町1知 I用 tl“

域型保育を提供す る場合においては、当分

の間、第 43条第 1項中「法第 30条第 2

項第 2号に規定す る市 が定 め る額 |と ある

のは 「法附則第 9条第 1項第 3号イ(1)に 規

定す る市が定める額」 と、 「同項第 3号」

とあ るの は 「法 第 30条 第 2項 第 3号 |

と、同条第 2項 中 「法第 30条第 2項第 2

号に規定す る内閣総理大臣が定める基準に

より算定 した費用の額 (そ の額が現に当該

特別利用地域型保育に要 した費用の額を超

えるときは、当該現に特別利用地域型保育

に要 した費用の額 )」 とあるのは 「法附則

第 9条第 1項第 3号イ(1)に 規定す る内閣総

理大臣が定める基準により算定 した額 (そ

の額が現に当該特別利用地域型保育に要 し

た費用を超 えるときは、当該現に特別利用

地域型保育に要 した費用の額)及び同号イ

(別 に規定す る市が定める額」 と、 「同項第

3号 |と あるのは 「法第 30条第 2項第 3

号Jと する。

(利 用定員に関する経過措置 )

6 略

(連携施設に関する経過措置 )

7 略

(上越市暴力団の排除の推進に関す る条例

の一部改正 )

8 略
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所 管 委 員 会 厚生常任委員会

関 係 案 件 議案第 129号

提  出  課 保育課

上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正についで

1 改正理由

国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正を受け、本市の施設

に係 る基準等を改正するもの

2 主な改正内容               i
市長は、卒園後の受け皿 となる連携施設の確保が著 しく困難であると認めるとき

は、家庭的保育事業者等による同施設の確保を不要 とすることができることとす る。

(第 7条関係 )

(1)の場合において、家庭的保育事業者等は、地方公共団体が運営費支援等を行つ

ている認可外保育施設等で、市長が適当と認めるものを、連携協力を行 う者 として

適切に確保 しなければならないこととする。 (第 7条関係 )

家庭的保育者の居宅以外の場所において行 う家庭的保育事業の食事の提供の経過

措置の期間を 5年から10年 とする。 (第 17条、附則第 3項関係 )

児童福祉法の引用条項を整備する。 (第 24条関係 )

その他文言を整備する。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3 施行期 日

公布の 日。ただ し、 214)の改正は、令和元年 12月 14日

4 上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例改正案新 旧対照

表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(保 育所等 との連携 )

第 7条 略

2 市長は、家庭的保育事業者等による代替

保育の提供に係 る連携施設の確保が著 しく

困難であると認める場合であつて、次に掲

げる要件の全てを満たす と認 めるときは、

前項第 2号 の規定を適用 しないこととす る

ことができる。

(1)及 び12)略

3 略

4 市長は、家庭的保育事 業者 等 に よ る第 1

項第 3号に掲げる事項に係 る連携施設の確

保が著 しく困難であると認めるときは、同

号の規定を適用 しないこととす ることがで

(保 育所等 との連携 )

第 7条 略

2 市長は、家庭的保育事業者等による代替

保育の提供に係 る連携施設の確保が著 しく

困難であると認める場合であつて、次に掲

げる要件の全てを満たす と認 めるときは、

前項第 2号の規定を適用 しないこと

__が できる。

(1)及 び(21 略

3 略
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改  正  案 改  正  前

きる。             (追 加 )

5 前項の場合において、家庭的保育事業者

等は、法第 59条第 1項 に規 定す る施 設 の

うち、次に掲げる施設 (ハ所定員が 2Q人
以上のものに限る。)で あつて、市長が適

当と認 めるものを第 1項第 3号に掲げる事

項に係 る連携協力を行 う者 として適切に確

保 しなければならないぅ

(1)子 ども 。子育て支援法 (平成 24年法

往 復 65 丹 Ⅲ  範 59 峯 の 2 雀 工百 の ‡目士1

による助成 を受けている者の設置す る施

設 (法 第 6条 の 3第 12項に規定する業

務を目的 とするヰ、の に限 るハ )

121 法第 6条の 3第 12項及び第 39条第

1項 に規定す る業務 を目的 とする施設で

あつて、法第 6条 の 3第 9項第 1号に規

定す る保育を必要 とす る乳児・幼児の保

育を行 うことに要す る費用に係 る地方公

共団体の補助を受けているもの

(追加 )

(食事の提供の特例 )

第 17条 略

2 略

(1)及 び(21 略

(勧 保育所、幼稚園、認定こども園等か ら

調理業務を受託 している事業者の うち、

当該家庭的保育事業者等による給食の趣

旨を十分に認識 し、衛生面、栄養面等、

調理業務を適切に遂行できる能力を有す

るとともに、利用乳幼児の年齢及び発達

の段階並びに健康状態に応 じた食事の提

供や、ア レル ギー、 ア トピー等へ の配

慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼

児の食事の内容、回数及び時機に適切に

応 じることができる者 として市が適当と

認 めるもの (家庭的保育事業者が第 23
条に規定す る家庭的保育事業を行 う場所

(第 24条第 2項 に規定す る家庭的保育

者 の居宅 に限 る

。)に おいて家庭的保育事業を行 う場

合に限る。 )

(職員 )

第 24条 略

2 略

(食事の提供の特例 )

第 17条 略

2 略

(1)及 び(21 略

13)保 育所、幼稚園、認定こども園等か ら

調理業務を受託 している事業者の うち、

当該家庭的保育事業者等による給食の趣

旨を十分に認識 し、衛生面、栄養面等、

調理業務 を適切に遂行できる能力を有す

るとともに、利用乳幼児の年齢及び発達

の段階並びに健康状態に応 じた食事の提

供や 、ア レル ギー、ア トピー等へ の配

慮、必要な栄養素量の給与等、乳 児

の食事の内容、回数及び時機 に適切に

応 じることができる者 として市が適 当と

認 めるもの (家庭的保育事業者が第 23
条に規定す る家庭的保育事業を行 う場所

(第 24条第 2項 に規定する家庭的保育

者の居宅に限る。附則第 3項 において同

±p)において家庭的保育事業を行う場

合に限る。 )

(職員 )

第 24条 略

2 略

31



改  正  案 改  正  前

(1)略

(21 法第 18条の 5各号及び法第 34条 の

20第 1項第 3号 のいずれにも該 当 しな

い者

(居宅訪問型保育事業 )

第 38条 略

(1)略

(21 子 ども 。子育て支援法

第 34条第 5項又は第 46

条第 5項の規定による便宜の提供 に対応

す るために行 う保育

131及 び141 略

(連携施設に関する特例 )

第 46条 略

2 保 育所型 事 業所 内保 苔 事 業 狩 行 う者 の う

ち、法第 6条 の 3第 12項第 2号に規定す

る事 業 狩行 う者 で あ って  市 辱 →商当 ル訳が

め る イ、の (附 則第 4 に ヨむ 特 イアli保 育

所型 事業所 内保 育事業者 Jと い う。 )に つ

いては、第 7条第 1 本 文 の規 定 にか か わ

らず、連携施設の確 をしないことができ

る。              (追 加 )

附 則

(食 事の提供 の経過措置 )

2 略

3 前項 の規 定 にかかわ らず 、施行 日以後 に

家庭的保育事業

ては、施行 日か ら起算 して 10年を経過す

る日までの間は、第 16条 、第 23条第 4

号 (調理設備 に係 る部分に限る。)及 び第

24条第 1項本文 (調 理員に係 る部分に限

る。 )の 規定は、適用 しない ことがで き

る。 この場合において、当該施設等は、利

用乳幼児への食事の提供 を家庭的保育事業

所等内で調理する方法 (第 11条の規定に

より、当該家庭的保育事業所等の調理設備

又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設

等 の調理施設 において調理す る方法 を含

む。)に より行 うために必要な体制を確保

す るよう努めなければならない。

(連携施設に関する経過措置 )

4 家庭的保育事業者等 (特例保育所型事業

い て  「

の認可を得た施設等につい

(1)略

(2)法第 18条の 5各号及び法第 34条の

20第 1項第 4号のいずれにも該当しな

い者

(居宅訪問型保育事業 )

第 38条 略

(1)略

(21 子ども・子育て支援法 (平成 24年 法

律第 65号 )第 34条第 5項又は第 46
条第 5項 の規定による便宜の提供に対応

するために行 う保育

(勧及び14)略

(連携施設に関する特例 )

第 46条 略

附 則

(食事の提供の経過措置 )

2 略

3 前項の規定にかかわ らず、施行 日以後に

ては、施行 日か ら起算 して 10年を経過す

る日までの間は、第 16条、第 23条第 4

号 (調 理設備 に係 る部分に限る。)及び第

24条第 1項本文 (調 理員に係 る部分に限

る。 )の 規定は、適用 しない ことがで き

る。 この場合において、当該施設等は、利

用乳幼児への食事の提供 を家庭的保育事業

所等内で調理する方法 (第 11条の規定に

より、当該家庭的保育事業所等の調理設備

又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設

等の調理施設 において調理す る方法 を含

む。)に より行 うために必要な体制を確保

するよう努めなければならない。

(連携施設に関する経過措置 )

4 家庭的保育事業者等

家庭的保育事業 (第 23条 に規定す る家庭

的保育事業を行 う場 にお い て 実流 され る

ものに限 る。 )の認 可 を得 た施設等 につい
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改  正  案 改  正  前

所内保育事業者を除く。)は、連携施設の

確保が著 しく困難であつて、子 ども 。子育

て支援法第 59条第 4号に規定する事業に

よる支援その他の必要な適切な支援を行 う

ことができると市が認める場合は、第 7条

第 1項の規定にかかわらず、施行 日から起

算 して 10年 を経過する日までの間、連携

施設の確保をしないことができる。

は、連携施設の

確保が著しく困難であつて、子 ども 。子育

て支援法第 59条第 4号に規定する事業に

よる支援その他の必要な適切な支援を行 う

ことができると市が認める場合は、第 7条

第 1項の規定にかかわらず、施行 日から起

算 して 5年 を経過する日までの間、連携

施設の確保をしないことができる。

ヽ
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(参考資料 )

平成 27年 4月 に始まった 「子 ども 。子育て支援新制度」では、国は、教育・保育サー

ビス提供の基準を定め、制度面、財政面で市町村を支援 し、市町村は、その基準を遵守

しつつ、地域の実情に応 じたサービスを提供す る役割を担つている。

今回、国が定める各基準が一部改正 されることに併せ、当市の条例の改正を行 うもの。

【一部改正を行う2つ の条例の関係】

,国の基準 |
ｒ

′

l

、ヽ

覇
お
a

ヨ
コ
日
|

B

|

|

B

J

|

B

日
|

J

J

ヨ
J

J

|

J

1

|

B

日
|

J

1

|

コ
J

1

◆家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準

(根拠法令 :児童福祉法 )

。市町村が家庭的保育事業、小規模保育事

業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育

事業 (以 下「家庭的保育事業等」)の認可

基準を条例で定める上での基準となるも
のであり、国が定めるもの

。今回の改正により、連携施設等の要件を

緩和する規定を追加

◆特定教育 E保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準

(根拠法令 :子 ども子育て支援法 )

。市町村が保育所、認定こども園、幼稚園

(以 下 「保育所等」)等の運営基準を条

例で定める上での基準 となるものであ

り、国が定めるもの

・幼児教育・保育の無償化実施に伴い、給

食費 (おかず代及びおやつ代)を徴収す

る根拠や免除の基準が追加

②上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例
。当市が家庭的保育事業等の事業を認可する上

での基準
。国の基準改正に併せ、認可要件 (連携施設等

の確保義務等)を緩和する規定を追加

①上越市特定教育 B保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例

。当市の保育所等や家庭的保育事業等の運営に関する基準を

定めるもの。国の基準に基づき条例で定めている。

・家庭的保育事業等の連携施設の確保

義務や 自園調理の原則等、市内のサ

ー ビス提供者が事業を運営す る上

で遵守 しなければならない基準
。国の基準改正に併せ、連携施設等の

要件を緩和する規定を追加

・国の基準改正に併せ、給食費 (お かず

整合性を保

・保育所等の利用定員や運営規程等、市

内のサー ビス提供者が事業を運営す

る上で遵守 しなければならない基準

代及びおやつ代)を徴収する根拠や免

除の基準 (市独 自免除含む)を追加

整合性を

市の条例

整合性を保持 :

ヽ
、
■
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所 管 委 員 会 厚生常任委員会

関 係 案 件 議案第 115号

提  出  課 福祉課

歳出科 目 (P40～ P41) 8款 1項 1目 社会福祉総務費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

福祉業務管理システム開発・運営費 5,781 9,009 14,790

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

一般財源

6,631

2,378

委託料 9,009

【補正理由】

消費税率引上げに伴 う障害福祉サービスの報酬改定等に対応するため、障害福祉システ

ムの改修に要する経費を増額するほか、国の被保護者調査における調査項目追加等に対応

するため、生活保護システムの改修に要する経費を増額するもの

【補正内容】

(財源内訳)

区 分 補正前 補正額 補正後

国庫支出金 0 6,631 6,631

0 4,573 4,573

0 2,058 2,058

一般財源 0 2,378 2,378

合 計 0 9,009 9,009

(歳 出)

区 分 補正前 補正額 補正後

委託料 0 9,009 9, 009

0 5,566 5,566

0 3,443 3,443
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提  出  課 高齢者支援課

歳出科 目 (P40～ P41) 3款 1項 5目 老人福祉費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

福祉施設建設事業 217,302 7,700 225,002

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金 7,700 負担金補助及び交付金

7,700

【補正理由】

国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の内示を受けたことに伴い、介護保険施

設事業者が実施する空調設備整備に係る補助金を増額するもの

【補正内容】

地域介護 。福祉空間整備等交付金

施設種別
事業所

(事業者)
位置 事業内容

認知症対応型

共同生活介護

グループホーム百花苑
(有限会社 百花)

昭和町 2丁 目
居室等のエアコン及び換気扇
の取替え

(財源内訳)

(歳出)

項  目 補正前 補正額 補正後

国庫支出金
地域介護 。福祉空間整備

等施設整備交付金
0 7,700 7,700

県支出金 161,775 0 161,775

一般財源 55,527 0 55,527

合 計 217,302 7,700 225,002

項  目 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 216,904 7 700 224,604

- 36 -



提  出  課 国保年金課

歳 出科 目 (P40-P41) 3款 1項 5目 老人福祉費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

後期高齢者医療制度運営費 2,326,964 18, 308 2,345,272

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 18,308 負担金補助及び交付金

18,308

【補正理由】

平成 30年度療養給付費負担金の過年度精算分の確定に伴い、新潟県後期高齢者医療広域

連合への負担金を増額するもの

【補正内容】

(歳出)

区 分 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 1,772,354 18, 308 1,790,662
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所 管 委 員 会 厚生常任委員会

関 係 案 件 議案第 116号

提  出  課 国保年金課

令和元年度上越市国民健康保険特別会計補正予算 (第 1号)の概要

【補正理由】

(1)平成 30年度決算に伴い、歳入において繰越金を増額するとともに、歳出において基

金積立金を増額するもの

12)歳入歳出の収支の均衡を図るために財政調整基金繰入金を減額するもの

【補正内容】

(歳入) 単位 :千円

款 項  目 補正前 補正額 補正後

6 繰入金 1,490,077 △ 64,126 1,425,951

216,872 △ 64,126 152,746

7 繰越金 167,479 128,252 295,731

167,479 128,252 295,731

(歳出) 単位 :千円

款 項  目 補正前 補正額 補正後

6 基金積立金 83,740 64,126 147,866
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所 管 委 員 会 厚生常任委員会

関 係 案 件 議案第 118号

提  出  課 高齢者支援課

令和元年度上越市介護保険特別会計補正予算 (第 2号)の概要

【補正理由】

(1)平成 30年度決算に伴い、歳入において財産収入及び繰越金を増額するとともに、歳

出において基金積立金を増額するもの

12)平成 30年度介護給付費負担金などの確定に伴い、歳入において地域支援事業支払基

金交付金の前年度精算交付金を増額するとともに、歳出において返還金を増額するも

の

俗)歳入歳出の収支の均衡を図るために財政調整基金繰入金を減額するもの

【補正内容】

(歳入) 単位 :千円

(歳出) 単位 :千円

款 項 目 補正前 補正額 補正後

4 支払基金交付金 6,030,860 2,316 6,033,176

0 2,316 2,316

6 財産収入 60 5 65

7 繰入金 3,636,308 △ 24,550 3,611,758

273,018 △ 24,550 248,468

8 繰越金 64,555 130,236 194,791

款 項  目 補正前 補正額 補正後

4 基金積立金 32,338 65,124 97,462

5 諸支出金 42,223 42,883 85,106

35,000 42,883 77,888
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所 管 委 員 会 厚生常任委員会

関 係 案 件 議案第 119号

提  出  課 国保年金課

令和元年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第 1号)の概要

【補正理由】

平成 30年度決算に伴い、新潟県後期高齢者医療広域連合に納付する負担金が確定したこ

とから、歳入において繰越金を増額するとともに、歳出において後期高齢者医療広域連合

納付金を増額するもの

【補正内容】

(歳入) 千 円

(歳出) 単位 :千円

項 目 補正前 補正額 補正後款

1 6,302 6,8034 繰越金

款 項  目 補正前 補正額 補正後

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,995,992 6,302 2,002,294
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